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各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050010
「投資・経営」
在留資格要件
の緩和

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「投
資・経営」
の項

「投資・経営」の在留
資格については，経
営を行う外国人につ
いて，投資の規模とし
て，「２人以上の本邦
に居住する者で常勤
の職員が従事して営
まれる規模のもので
あること」が要件とさ
れている。
また，事業の管理を
行う外国人について
は，事業の経営又は
管理について３年以
上の経験（大学院に
おいて経営又は管理
に係る科目を専攻し
た期間を含む。）要件
が課されている。

C －

投資要件については，２人以上の日本人等を常勤職員
として雇用していなくとも，投資額が年間５００万円以上
であればよい。
就業経験要件については，専門的・技術的分野の外国
人労働者を受け入れるという政府の基本方針の下，出
入国管理制度は構築され，当該要件はこれを担保する
ために設けられいているものであることから，当該要件
の緩和は困難である。なお，事業の経営を行う外国人に
は当該要件は課されていない。

提案者の要望の主旨は国内外からのIT関
連企業の集積を図り国際的なITビジネスの
拠点形成を目指して、自治体の指定する特
定施設に外国人が進出し事業を行う場合
に限って要件の緩和を求めているものであ
る。資格要件の目的は、地方公共団体の
適切な関与により達成できるのではない
か。我が国の対内投資を促進する観点か
らも提案者の要望が実現できないか。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

  今回の横浜市の「投資・経営」在留資格要件の緩和についての提案
では、規制の特例を受ける対象が、外資系企業のための集積拠点（民
間施設）5施設(以下－｢特定施設」という。）に入居することが条件と
なっている。特定施設への入居企業は横浜市の助成金交付を申請で
きるが、助成対象企業に関しては、横浜市が専門家を交えた審査会を
開催し、経営状況や事業の成長見込み、地域経済への貢献度などを
総合的に判定する制度になっている。
   投資要件に関しては、2人以上の日本人等の常勤職員の雇用もしく
は、年間500万円以上の投資がなくとも、横浜市が行う助成金交付の
審査にあたって、本邦において事業を健全、確実に営むことは、基本
要件となっている。
   また、就業経験要件に関しては、助成金交付の審査にあたって、事
業を継続的かつ安定的に運営できる専門的、技術的分野の外国人労
働者であることを判定の要件としている。
   このため、特定施設に入居し、横浜市の助成金の交付対象企業に
限定して、在留資格要件の緩和をお願いしたい。
   新横浜地区の特定施設は、小規模企業向けのオフィスであるため、
優れた技術を持ったベンチャー企業等の集積を容易にし、同地区の活
性化に大きな役割を果たすものと見込まれる。

Ｃ －

「投資・経営」は，投資して，その投資した
事業の経営活動を行う外国人等に対し与
えられる在留資格であり，前提として相当
額の投資が行われることが必要である。地
方公共団体による事業の安定性・継続性
の審査を経るとしても，投資要件を緩和す
ることは相当額の投資をしていない外国人
に対し同資格を与えることとなり，日米通商
航海条約第１条の規定等を受けて在留資
格を設けている趣旨からして困難である。
なお，地方公共団体が外国人個人に助成
金等として資金を交付した場合にそれを投
資資産として使えば，当該金額を加えて５０
０万円以上の投資が行われれば良い。
また，就業経験要件については，地方公共
団体において，外国人が専門的・技術的分
野の労働者に該当するか否かの客観的な
判断を行う手法が確立されていない以上，
当該要件を緩和することは困難である。

1121010 横浜市
国際ＩＴビ
ジネス交
流特区

「投資・経
営」在留資
格要件の
緩和

「投資・経営」在留資格を取得するため
の条件として、「当該事業がその経営ま
たは管理に従事する者以外に２人以上
の本邦に居住する常勤の職員が従事し
て営まれる規模のものであること」「事業
の経営または管理について３年以上の
経験を有し…」とされているが、特定施
設（横浜市が指定する外資系企業の集
積拠点）に外国人が進出し事業を行う
場合に、経営規模要件、経営管理経験
要件を適用しない。

「投資・経営」在留資格要件を緩和するこ
とにより、当該地区においてベンチャーを
含む外国からのIT企業の進出をしやすく
することにより、IT企業の集積を促進す
る。

050020

「投資・経営」
在留資格取得
要件の緩和
（経営開始時
の常勤職員数
の緩和）

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「投
資・経営」
の項

「投資・経営」の在留
資格については，経
営を行う外国人につ
いて，投資の規模とし
て，「２人以上の本邦
に居住する者で常勤
の職員が従事して営
まれる規模のもので
あること」が要件とさ
れている。

E －
投資要件については，２人以上の日本人等を常勤職員
として雇用していなくとも，投資額が年間５００万円以上
であればよい。

提案者の要望は当該要件の常勤職員の
人数にかかる規定の緩和を求めるもので
あり、投資額のことではない。資格要件の
目的は、地方公共団体の適切な関与によ
り達成できるのではないか。提案の主旨を
ふまえ再度検討し回答されたい。

Ｅ －

投資要件を緩和することは投資規模の小さ
な外国人に対し同資格を与えることとなり，
投資して，その投資した事業の経営活動を
行う外国人等に対し与えられる在留資格と
して「投資・経営」の在留資格を設けている
趣旨からして困難である。
なお，実際に２人の雇用をしなくとも，投資
額が満たされれば在留資格「投資・経営」
が与えられることとなっており，これにより
対応可能であると考えられる。

2008020
福岡
県、福
岡市

福岡アジ
アビジネ
ス特区

「投資・経
営」在留資
格取得要
件の緩和
（経営開始
時の常勤
職員数の
緩和）

右記省令「法別表第１の２の表の投資・
経営の項の下欄に掲げる活動」の基準
１のロ「当該事業がその経営又は管理
に従事する者以外に２人以上の本邦に
居住する者で常勤の職員が従事して営
まれる規模のものであること」において、
常勤職員の人数規定「２人以上」を「事
業開始後３年以内は１人以上、４年目以
降は２人以上」に緩和する。

海外からの進出企業の会社設立における
経費負担を軽減することにより、特区内へ
の外資誘致を促進させる。

050030

「投資・経営」
在留資格取得
要件の緩和
（公的機関が
設置する立地
支援施設等へ
入居の場合の
常勤職員数及
び投資額の緩
和）

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「投
資・経営」
の項

「投資・経営」の在留
資格については，経
営を行う外国人につ
いて，投資の規模とし
て，「２人以上の本邦
に居住する者で常勤
の職員が従事して営
まれる規模のもので
あること」が要件とさ
れている。

C －

投資要件については，２人以上の日本人等を常勤職員
として雇用していなくとも，投資額が年間５００万円以上
であればよい。
２人以上の常勤職員を雇用した場合の人件費，経営者
等の報酬分も含めれば，概ね５００万円程度が必要と考
えられ，当該要望に係る措置を講ずることは困難であ
る。本要件は投資の実態を担保するためのものであり，
地方公共団体が提供する立地支援施設等を利用する
場合に緩和できる性質のものではない。

公的機関が設置する立地支援施設等に入
居することで投資の実態を担保するものと
して投資額の要件が緩和できないか。資格
要件の目的は、地方公共団体の適切な関
与により達成できるのではないか。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

　本提案は、外国、特に中国、韓国などのアジアの中
小企業及びベンチャー企業を対象にしたものであり、
かつ本特区が目標のひとつとして掲げるＩＴ、バイオ、ナ
ノテク等の産業集積を促進するために導入したい緩和
措置である。
　実際、当該外国企業にとって、日本人等の常勤職員
２名以上の雇用もしくは年間５００万円以上の投資は、
いずれも経費負担を要するものであり、起業当初の経
営を圧迫しがちであるため、本邦内への進出を検討す
る段階で同要件が問題視されるケースが多い。そのた
め、対日投資の促進にあたっては、この投資要件の
ハードルを低くし、投資件数を増やしていく必要があ
る。
　しかしながら、投資の実態を担保する必要性もあるこ
とから、「最低１名以上」、あるいは有限会社設立に必
要な最低資本金を基準にした「年間３００万円以上の
投資」の要件緩和にとどめ、同緩和措置の適用につい
ては、本地域に戦略的に誘致する外国企業の設立当
初の経営支援との位置づけから、当該企業が公的機
関が設置する立地支援施設等に入居する期間のみと
する時限的な条件を付すものである。

Ｃ －

「投資・経営」は，投資して，その投資した
事業の経営活動を行う外国人等に対し与
えられる在留資格であり，投資要件は投資
の実態とともに，一定規模以上の投資を担
保するためのものであることから，本在留
資格を設けている趣旨からしても，地方公
共団体の関与により緩和できる性質のもの
ではない。

2008030
福岡
県、福
岡市

福岡アジ
アビジネ
ス特区

「投資・経
営」在留資
格取得要
件の緩和
（公的機関
が設置す
る立地支
援施設等
へ入居の
場合の常
勤職員数
及び投資
額の緩和）

右記省令「法別表第１の２の表の投資・
経営の項の下欄に掲げる活動」の基準
１のロ「当該事業がその経営又は管理
に従事する者以外に２人以上の本邦に
居住する者で常勤の職員が従事して営
まれる規模のものであること」において、
常勤職員の人数規定「２人以上」を「公
的機関が設置する立地支援施設等に入
居する場合は１人以上」に緩和する。ま
た、これに伴い、運用上の要件である
「５００万円以上の投資」を「公的機関が
設置する立地支援施設等に入居する場
合は「３００万円以上の投資」に緩和す
る。

海外からの進出企業の会社設立における
経費負担を軽減することにより、特区内へ
の外資誘致を促進させる。

050040

外国人介護従
事者に対する
在留資格の付
与

出入国管
理及び難
民認定法
別表第１

介護労働者に係る在
留資格は設けられて
いない。

C －

政府として，５３０万人雇用計画を掲げ，介護分野にお
ける雇用創出を目指しており，このような現状において，
当該分野に係る外国人労働者の受入れ措置を講ずるこ
とは困難である。

海外に介護の資格制度があり特定の技能
を有していると認められるものについて在
留資格を認める措置を講じることができな
いか再度検討し回答されたい。

Ｃ －

海外に我が国と同様のレベルの資格制度
が存するか否かは不明であるが，在留資
格に係る検討においては，単に専門性・技
術性に係るものだけではなく，国内労働市
場への影響等も考慮する必要があり，介護
分野における雇用創出を目指している現状
において，直ちに当該分野に係る外国人労
働者の受入れ措置を講ずることは困難で
ある。

3006010

株式会
社メデ
カジャ
パン

外国人
の介護
従事労
働のた
めの雇
用事業

外国人の
在留資格
の拡大

出入国管理および難民認定法の別表に
おいて、在留資格一覧に介護労働従事
についての記載が無いため、外国人を
その業務のために雇用し在留させること
ができないことから、出入国管理および
難民認定法の別表において、在留資格
一覧に介護業務を追加する。

0

050050

外国人看護師
に対する「医
療」の在留資
格要件の緩和

出入国管
理及び難
民認定法
別表第１の
２，出入国
管理及び
難民認定
法第７条第
１項第２号
の基準を
定める省
令の表の
「医療」の
項

看護師に係る在留資
格は設けられている
が，法律上我が国の
資格を有しなければ
就業できない業務独
占資格である。

C －

看護師に係る在留資格は設けられているが，法律上我
が国の資格を有しなければ就業できない業務独占資格
であり，また国内の雇用状況等から，当該要望に係る措
置を講ずることは困難である。

外国の看護師資格が我が国の資格と同等
と認める枠組みがなければ当該在留資格
の付与はできないということか確認された
い。併せて、右の提案主体の意見も踏ま
え、再度検討し回答されたい。

法務省の措置の概要（対応策）に　①法律上我国の資格を有し
なければ就業できない業務独占資格…、②国内の雇用状況か
ら…の２点の指摘があった。　①について、看護師の資格は日
本だけの資格ではなく、世界中の国々で認められた資格です。
多くの国で、自国の看護師の資格をとった人が他国で業務につ
いています。　今般「我国の資格」しか認めていない規制を「外国
の看護師資格」と規制緩和することを提案しています。法律や規
制は理由があるから存在しているのでしょうが、時代の変化、社
会情勢の変化に素早く対応することが特区・規制改革の主旨だ
と思います。　②について、実際の看護、介護の現場で人が十
分足りているかは疑問です。又「外国の看護師の受入」は現在
だけの問題ではありません。我国の人口構成から近い将来看
護、介護の担い手が更に足らなくなるのは確実です。少子・高齢
化はすでに始まっています。　　③今般の提案の中で、看護師の
資格についてのみでなく、「出入国管理及び難民認定法」の在留
資格の医療の項の規制緩和を提案しています。法務省で平成１
２年３月に策定された「第２次出入国管理基本計画」において少
子高齢化に伴い介護労働の分野に外国人労働者を受け入れる
ことを主要な課題と今後の方針としてあります。すでに４年近い
時間が経っています。外国人看護師の受入を御検討ください。

Ｃ －

外国の看護師資格が我が国の看護師資格
と同等であると認められ，業務独占に係る
規制についても併せて緩和されないかぎ
り，当該要望に係る措置を講ずることは困
難である。また，雇用状況については，厚
生労働省において看護師の養成計画を策
定し，国内の看護師について充足されつつ
あると認識している。なお，第２次出入国管
理基本計画について触れられているのは，
介護労働者についてであり，医療提供者で
ある看護師とは異なるものである。

3009010

ガ
ジェット
アスラ
ン

外国人
看護師
の日本
での就
労を認め
る規制緩
和

外国人看
護師の日
本での就
労を認め
る規制緩
和

外国人看護師へ就労ビザ（医療）を発給
し、日本国内で看護師としての仕事がで
きるようにする。　　　　　　　　　　　　　1.
外国人看護師に就労ビザの発給する。
2.日本人の看護師と同資格者として仕
事ができるようにする。

日本の看護・介護の人材を確保し、始まりつつある少子・高
齢化に対応する。現在でも不足気味の看護師介護人を外国
（特に東アジア）の人材を受け入れる事で解消する。人材の
供給国は、フッリピン、中国、インドネシア、タイ等がありま
す。これらの国々は、自国の人材を外国に提供することを国
の重要な産業として奨励しています。国内での看護婦等の
受入は、病院、老人施設、リハビリティ設備等多数ありま
す。従来外国人の看護師の受入れが出来なかった為実績
はありませんが、規制緩和されるとかなりの受入れがあると
考えられます。日本で外国人の犯罪が多発していますが、
正規に入国し、働く場所が確保できて、生活ができていれば
犯罪には走りません。犯罪者を造らないために、又節度ある
受入れの為、①外国の送り出し機関と国内の雇用機関の仲
介をする、②日本語教育をする、③入国手続（ビザ申請）を
する、④日本滞在中の生活指導をする、⑤期限が来たら帰
国の為の手続をする等の「事業」が必要です。これからの日
本は少子・高齢化が進みます。長・中期的に見れば外国人
の人材を受け入れなけば国の活力が低下していくといわれ
ています。ハイテクでなく、ある程度確立した技術であり、単
純労働でない技術者である看護師の受入れは日本に必要
な規制緩和です。

050060

外国人の在留
資格で可能な
活動範囲の拡
大（「技術」資
格での投資・
経営等）

出入国管
理及び難
民認定法
第２０条，
別表第１の
２

出入国管理及び難民
認定法においては，
在留資格ごとに本邦
において行うことがでｌ
きる活動が定められ
ており，技術者に係る
活動を行っていた者
が経営に係る活動を
行うためには，在留資
格の変更の許可を受
ける必要がある。

C －

外国人研究者受入れ促進事業においては，産学連携
が図られる地域において行われる研究活動をベン
チャービジネスの展開につなげるといった構想が認めら
れたため，特例措置を設けたものであるが，このような
特段の必要性がないにもかかわらず，異なる在留活動
を一つの在留資格で行うことを認めることは困難であ
る。

当該提案の目的は、海外からITに関する
企業・大学といった機関及び技術者・起業
家・ビジネスマンといった人材が来やすい
環境づくりや情報通信インフラの充実等を
促進するための規制緩和を通じて、国内外
からのIT関連企業の誘致やITベンチャーの
育成による更なるIT関連企業の集積強化、
及び立地企業同士の連携を促進し、国際
的なITビジネスの拠点形成を目指すことに
ある。「技術」の在留資格で来日した外国
人が在留資格の変更をすることなく投資・
経営を行うことができないか再度検討し回
答されたい。

Ｃ －

ＩＴ関連企業の集積，連携ということから，在
留資格「技術」を有する外国人が在留資格
変更許可を得ることなく投資経営活動を行
うことを認める特別な必要性はなく，また，
外国人研究者受入れ促進事業とは異な
り，外国人情報処理技術者については事
業主が起業を前提としている外国人を受け
入れることは想定しづらく，さらに，現段階
において外国人研究者受入れ促進事業に
おいても特定研究事業活動に係る上陸許
可等の実績は乏しいことから，当該要望に
係る措置を講ずることは困難である。

提案者はIT企業の集積を促進するため在留
資格要件の緩和を要望しているものである。
これを踏まえ、特段の措置が講じられないか
再度検討し回答されたい。

Ｄ－２ －

「外国人情報処理技術者受入れ促進事業」に
おいて，特定情報処理活動に係る「特定活動」
により在留する者は，特区内に事業所を構
え，ベンチャー企業等の機関を設立し，取締役
等に就任したときは，当該機関との委任契約
等により，情報処理に係る経営活動を行うこと
が可能である。
ただし，当該経営活動は当該事業所において
行われるものであり，自然科学又は人文科学
の分野に属する技術又は知識を要する情報
処理に係る業務に該当すること及び特区法第
２２条第１項の規定に基づき法務省令で定め
る要件に適合することが必要である。

1121040 横浜市
国際ＩＴビ
ジネス交
流特区

外国人の
在留資格
で可能な
活動範囲
の拡大
（「技術」
資格での
投資・経営
等）

構造改革特区において実施することが
できる特例措置（別表１）では、「研究」
資格で投資・経営を行うことが可能と
なったが、「技術」資格で投資・経営を行
うことが可能になるように活動範囲を拡
大する。
なお、ここでは当該地区のＩＴ産業集積
の特徴を踏まえ、対象となる技術者の
種類を以下のように限定する。
・半導体の開発に関する技術者
・情報処理技術者（情報処理の促進に
関する法律、情報処理技術者試験の区
分等を定める省令）
・電気通信主任技術者（電気通信事業
法）
・その他、経済産業省「ＩＴスキル標準」
に照らして一定レベル以上と認められる
技術者

新横浜駅周辺地区に立地するIT関連企業
で就業する外国人技術者が、同一企業内
で経営等の活動に携わることを可能にす
るほか、自らの技術を活かしてスピンアウ
ト、スピンオフベンチャーを創業することを
促進する。
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法務省

管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050070
外国人ＩＴ技術
者の在留資格
要件の緩和

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「技
術」の項

日本国内の専修学校
の卒業者で専門士の
資格を有するものに
ついては，大卒以上
の知識・技術水準を
有するものとして，就
労資格への在留資格
変更を認めている。

C －

外国の専修学校卒業者について本邦における大卒相
当以上の者と同等の知識・技術水準を有するものであ
ることを確認できる制度が設けられておらず，このような
措置を講ずることは困難である。
なお，外国人IT技術者については，大学を卒業しておら
ず，１０年以上の実務経験を有しない場合であっても，
所定の試験に合格等している場合には，「技術」の在留
資格で入国することが可能となっている。

右の提案主体の意見を踏まえ、再度検討
し回答されたい。さらに、相互認証に基づく
情報処理技術者試験以外のIT技術者の間
で広く普及している資格試験等について相
当の知識技術水準を有するものとして確認
する対象とすることで提案者の要望を実現
することができないか、再度検討し回答さ
れたい。

○所定の試験に合格すれば「技術」の資格で入国は可
能であるとしているが、試験の負担もかなりある。　○
また、知識・技術水準を確認する制度が設けられてい
ないため困難としているが、各国の教育制度により設
置されている専修学校の卒業者を本邦における大卒
相当以上の者と同等と認証したものと見なす制度を設
けられないか要望するものであり、再度、検討をお願
いしたい。

Ｃ －

法務省において，外国の専修学校卒業者
について本邦における大卒相当以上の者
と同等の知識・技術水準を有するものであ
ることを確認できる制度を設けることは困
難である。
また，ＩＴ技術者に係る在留資格の要件の
緩和は，実務要件等に代わりうる資格試験
等であるかを相互認証に基づき判断してい
るものであり，「相当の知識技術水準を有
するIT技術者の間で広く普及している資格
試験等」が存するのであれば，相互認証に
より措置されるべきものであり，当該措置
がなされるのであれば，ＩＴ技術者に係る在
留資格の要件についても検討することとな
るが，それを前提としない以上，当該要望
に係る措置を講ずることは困難である。

1124050

東京
都、神
奈川
県、横
浜市、
川崎市

東京湾
岸地域
における
経済特
区

外国人ＩＴ
技術者の
在留資格
要件の緩
和

外国の専修学校の卒業者へ「技術」の
在留資格を付与する。

外国人技術者の活用策として、ＩＴ技術者
試験の相互認証制度が法令化されている
が、新たにＩＴ関係の専修学校の卒業者に
在留資格を付与することにより、民間企業
によるソフトウエア開発を促進する。

050080
在留資格「技
術」の発給要
件の緩和

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「技
術」の項

「技術」の在留資格に
ついては，学歴又は
実務に係る要件を満
たすことが必要であ
り，実務要件として，
「１０年以上の実務経
験があること」を要件
としている。

C －

専門的・技術的分野の外国人労働者について積極的に
受け入れるとの基本方針に則り，当該基準を設けてい
るところであり，本要件の緩和は単純労働者の受入れ
につながることから，このような措置を講ずることは困難
である。
なお，外国人IT技術者については，大学を卒業しておら
ず，１０年以上の実務経験を有しない場合であっても，
所定の試験に合格等している場合には，「技術」の在留
資格で入国することが可能となっている。

右の提案者の意見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

○ご指摘のとおり、１～２年の実務経験に短縮すること
は、単純労働者の受入れにつながるという懸念はある
が、そのような短縮は想定していない。大卒相当以上
の者と同等の知識・技術水準であることが実務経験に
より認証されれば足りるものである。　○日本の教育制
度で考えてみると、中学卒業後、大学等卒業と同年齢
までの５～７年程度の実務経験があれば十分、同水準
に達するものと推定される。前段のとおり、短期間の実
務経験では、単純労働者の懸念があるため、例えば、
５～７年程度の実務経験があれば、単純労働者の受
入れにはつながらないことから、若い優秀な技術者を
確保するため、例えば３～５年程度の緩和を、再度、検
討をお願いしたい。

Ｃ －

ＩＴ技術者とは異なり，実務経験に代わりう
る客観的な指標がないまま，単純に実務経
験年数の緩和を行うことは，現行の出入国
管理制度においては，その程度に関わら
ず，単純労働者の受入れにつながるもので
もあり，当該要望に係る措置を講ずること
は困難である。

1124060

東京
都、神
奈川
県、横
浜市、
川崎市

東京湾
岸地域
における
経済特
区

外国人の
在留資格
要件の緩
和

「技術」の在留資格の基準にある実務
経験１０年を緩和する。

技術の進展が著しいＩＴ関連で、若い優秀
な技術者を確保し、ソフトウエア開発など
を促進する。

050090
「技術」の在留
資格要件の緩
和

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「技
術」の項

「技術」の在留資格に
ついては，学歴又は
実務に係る要件を満
たすことが必要であ
り，実務要件として，
「１０年以上の実務経
験があること」を要件
としている。

C －

研究機関等が実務要件に代わる技術を有しているかの
推薦を如何なる方法で行いうるのか不明であり，客観的
な判断手法が確立されていない以上，実務経験要件の
緩和措置を講ずることは困難である。

右の提案者の意見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

○推薦方法が不明であり、客観的な判断手法が確立
されていないため困難であるとしているが、最低５年な
りの一定期間の実務経験のあることを最低条件とすれ
ば、一定の能力の客観的な判断基準ともなる。これに
加えて、受入れ研究機関等で、各社の雇用の必要性
の中で能力を検証すれば、トータルで十分、知識・技術
水準を確認することが可能となると考える。こうしたこと
から、再度、検討をお願いしたい。

Ｃ －

実務経験につき最低５年と設定したとして
も，提案主体において，これに加えて判断
するとされている能力について，現行の実
務経験要件に代わりうるものとして判断す
る客観的手法が確立されていない以上，実
務経験要件の緩和措置を講ずることは困
難である。

1124070

東京
都、神
奈川
県、横
浜市、
川崎市

東京湾
岸地域
における
経済特
区

外国人の
在留資格
要件の緩
和

研究機関や技術機関等の推薦をもって
「技術」の在留資格基準の実務経験１０
年を緩和する。

技術の進展が著しいＩＴ関連で、若い優秀
な技術者を確保し、ソフトウエア開発など
を促進する。

050100
外国人ホテル
マンの就労先
の要件緩和

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「人
文知識・国
際業務」の
項

－ Ｅ －

外国人宿泊客実績の少ないビジネスホテルであっても，
一定の外国人宿泊客が見込まれ，「人文知識・国際業
務」に係る活動を行うことが証明されるのであれば，在
留資格を決定することは可能である。

右の提案者の意見を踏まえ、特に万博とい
う特段の需要に配慮した対応が可能か、
再度検討し回答されたい。

これまで外国人観光客が宿泊しなかったホテル・旅館
についても万博開催期間には多数の外国人観光客が
宿泊する可能性があり、外国人ホテルマンの円滑な雇
用は地域として取り組まなければならない課題である。
宿泊見込みにかかる立証資料等外国人ホテルマンの
雇用に係る必要な立証資料についての項目・内容等
について名古屋入国管理局と協議したいので、ご配意
いただきたい。

Ｅ －
名古屋入国管理局に対し連絡を行うことと
する。

1016030 愛知県
歓迎！
愛知万
博特区

外国人ホ
テルマン
の就労先
の要件緩
和

外国人が在留資格を取得するための認
定要件について、外国人宿泊客実績の
少ないビジネスホテルも就労先として認
められるよう緩和を図る。

外国人に認められた在留資格における就
労先の要件を緩和することにより、愛知万
博期間中に、ホテルのフロント等で働く外
国人ホテルマンの増員を図る。

050110

外国企業の社
員が支店等開
設準備を行う
場合における
「企業内転勤」
の在留資格の
付与（在留資
格付与対象施
設の範囲拡
大）

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「企
業内転勤」
の項

外国企業の出店等を
通じた外国からの投
資拡大により地域経
済の活性化を図るこ
とが見込まれる地域
において，地方公共
団体等が外国企業に
対し支店等の施設を
提供する場合に、，本
邦における事業所とし
ての拠点確保が確実
であることとみなして，
他の「企業内転勤」の
在留資格に係る他の
要件を満たすことを前
提に，支店等開設準
備を行う外国企業の
職員に対し在留資格
「企業内転勤」の在留
資格を決定する。

C －

単に地方公共団体が指定する地域に事業所を開設する
のみでは，「本邦における事業所としての拠点確保が確
実である」とすることは困難であることから，このような措
置を講ずることは困難である。

地方公共団体が責任を持って民間施設を
指定し、本邦における事業所としての拠点
確保が確実であることが担保されれば可
能ではないか。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

   今回の横浜市の外国企業の社員が支店等開設準
備を行う場合における「企業内転勤」の在留資格の付
与（在留資格付与対象施設の範囲拡大）についての提
案は、規制の特例を受ける対象が外資系企業のため
の集積拠点（民間施設）5施設(以下－｢特定施設」とい
う。）に入居することが条件となっている。特定施設へ
の入居企業は横浜市の助成金交付を申請できるが、
助成対象企業に関しては、横浜市が専門家を交えた
審査会を開催し、経営状況や事業の成長見込み、地
域経済への貢献度などを総合的に判定する制度に
なっている。
   横浜市が指定する特定施設への入居企業で、横浜
市の助成金の交付対象企業は、｢本邦における事業所
としての拠点確保が確実である｣企業である。
   このため、構造改革特区において実施することがで
きる特例措置（第３次提案追加分）において、地方公共
団体等が外国企業に対し支店等の施設を提供する場
合に、支店等開設準備を行う外国企業職員に「企業内
転勤」在留資格を付与することが可能とした措置に準
じ、

横浜市が指定する特定施設への
入居企業で、横浜市の助成金の
交付対象企業に限定して、支店
等開設準備を行う外国企業職員
に「企業内転勤」在留資格の付与
要件の緩和をお願いしたい。
   新横浜地区の特定施設は、小
規模企業向けのオフィスであるた
め、優れた技術を持ったベン
チャー企業等の集積を容易にし、
同地区の活性化に大きな役割を
果たすものと見込まれる。

Ｃ －

地方公共団体において，助成金交付審査
時に事業の継続性等につき審査するとは
いえ，地方公共団体が特定施設を指定す
るのみでは「本邦における事業所としての
拠点確保が確実である」とすることはでき
ず，このような措置を講ずることは困難であ
る。

1121050 横浜市
国際ＩＴビ
ジネス交
流特区

外国企業
の社員が
支店等開
設準備を
行う場合
における
「企業内転
勤」の在留
資格の付
与（在留資
格付与対
象施設の
範囲拡大）

構造改革特区において実施することが
できる特例措置（第３次提案追加分）に
おいて、地方公共団体等が外国企業に
対し支店等の施設を提供する場合に、
支店等開設準備を行う外国企業の職員
に対し「企業内転勤」の在留資格を付与
することになったが、在留資格付与の対
象施設を地方自治体等が提供する場合
だけでなく、横浜市が指定する外資系企
業の集積拠点（民間施設）についても対
象とする。

当該地区において、外国企業が支店等を
設立しやすい条件を整備し、横浜市が指
定する外資系企業の集積拠点（民間施
設）への外資系ＩＴ企業誘致を促進する。

050120
外国人「興行」
在留資格要件
の緩和

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「興
行」の項

在留資格「興行」に係
る招へい機関につい
て，５名以上の常勤職
員を雇用していること
等の要件を課してい
る。

C －

在留資格「興行」においては，問題事例も発生しているところ
であり，また，招へい機関による請負という形態で行う以上，
事実上労働者派遣とならないために，一定の管理体制を敷
いていることが必要であることから，要望に係る招へい機関
の要件を緩和することは困難である。なお，「興行」に係る申
請者が我が国と外国との文化交流に資する目的で国，地方
公共団体等の資金援助を受けて設立された機関に招へいさ
れた場合等には，現行制度においても，５名以上の常勤職
員を雇用していること等の要件は緩和されることとなってい
る。

国、地方公共団体等の資金援助を受けて
設立された機関でなくとも、地方公共団体
が認めた機関であればよいのではないか。
再度検討し回答されたい。

Ｃ －

「興行」に係る申請者が我が国と外国との
文化交流に資する目的で国，地方公共団
体等の資金援助を受けて設立された機関
に招へいされた場合等に，５名以上の常勤
職員を雇用していること等の要件が緩和さ
れている趣旨は，地方公共団体による十分
な関与がある機関に受け入れられることに
より在留管理が適正に行われることによる
ものであり，単に「地方公共団体が認めた
機関」というだけで当該要件の緩和を行う
ことは困難である。

3041100

観光都
市・大
谷の再
生委員
会

地域再
生文化
観光特
区

外国人「興
行」在留資
格要件の
緩和

国際美術展等の芸術文化交流事業を
活発化させることと、当人口減少地域で
徐々に定住人口を増やす目的から、
アーティスト・イン・レジデンス事業を行
う。このため芸術文化に係わる外国人
の在留要件「興行」の民間招聘における
５名以上の常勤職員の雇用要件を緩和
してほしい。

宇都宮市はイタリア・ピエトラサンタ市と国
際文化友好都市を締結している。ピエトラ
サンタ市は、１６世紀にミケランジェロがそ
こで採れる天然大理石を使ってダビデ像
を作ったこと、また、超一流の世界的彫刻
家を輩出した市として有名である。美術
展、イベント等の芸術文化交流事業を継
続的に行うこと、また、アーティスト・イン・
レジデンス事業を行いたい。そして、観光
都市として集客するとともに、アーティスト
たちの世界中から集まり、徐々に芸術文
化村として定住人口が増えていくように計
画したい。素通りの観光客と定住している
地域住民が一体となって地域再生を図り
たい。
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法務省

管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050130

外国人技能者
に関する在留
資格要件の緩
和

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「技
能」の項

在留資格「技能」につ
いて，外国に特有の
建築又は土木に係る
技能については，一
般的に１０年以上の
実務経験要件を課し
ているが，外国に特
有の建築又は土木に
係る技能について
は，当該技能を要す
る業務に１０年以上の
実務経験を有する外
国人の指揮監督を受
けて従事する場合に
あっては５年以上の
実務経験で足りること
とされいている。

C －

専門的・技術的分野の外国人労働者について積極的に
受け入れるとの基本方針に則り，当該基準を設けてい
るところであり，本要件の緩和は単純労働者の受入れ
につながることから，このような措置を講ずることは困難
である。

地方公共団体の関与により実務経験年数
を短縮することはできないか。併せて、右
の提案主体の意見も踏まえ、再度検討し
回答されたい。

本提案に対して、「単純労働者の受入れにつながるこ
とからこのような措置を講ずることは困難である」との
見解であるが、本案件については、本市の国際物流特
区の推進による産業集積を図るため、民間事業者の
要望により提案したものである。今回の建築物は、外
国特有の大規模で効率的（コンピュータによる複合的
な制御）な野菜栽培が出来るガラスハウスであり、その
ために特殊な技能を有する外国人を工種に応じて短
期間受入れるものである。この技能者は、単純技能者
とは区別されるものであり、単純作業にかかる業務に
おいては日本人労働者を雇用するものである。今回の
提案は、外国人の指揮監督を受け業務に従事するも
のの基準を実務経験５年と設けていることに関し、今
日の建築機械の性能アップや外国人技能者の技能
アップ更には建築物の内容など特定の事業、期間、技
能者を考慮すれば、３年の実務経験で足りるのではな
いかという規制緩和の提案であり、単純労働者の受け
入れにつながることとは別問題であると考えるが見解
を明らかにして欲しい。

Ｃ －

地方公共団体の関与があったとしても，実
務経験要件に代わりうる指標もないまま，
その緩和を行うことは，現行の出入国管理
制度においては，その程度に関わらず，単
純労働者の受入れにつながるものでもあ
り，当該要望に係る措置を講ずることは困
難である

2012010
北九州
市

北九州
市国際
物流特
区

外国人技
能者に関
する在留
資格要件
の緩和

　現在、外国人の在留資格に関しては、
特定研究活動を行うものについては規
制緩和がなされているが、一般技能者
については規制緩和がなされていな
い。
　そこで、当該技能を有する業務に１０
年以上の実務経験を有する外国人の指
揮監督を受けて従事する者について
は、在留資格の実務経験年数を現行の
５年以上から３年以上に短縮するととも
に、資格審査についての手続き簡素化
を要望するもの。

（事業内容）
　現在、外国人技能労働者については就
労の場合、その在留資格として実務経験
１０年以上と定められており、さらに実務
経験１０年以上の者の指揮監督を受けて
職務に従事するものについては実務経験
年数が５年以上とされている。
　一方、国内で就労する建築関係の中級
の技能者に要する実務経験年数は３年以
上となっている。
　そこで、外国人技能労働者についても、
実務経験年数が１０年以上の者の指揮監
督を受ける場合には、その実務経験年数
を５年以上から３年以上に短縮していただ
きたい。併せて、公的機関が発行する文
書の提出の省略等手続きも簡素化してい
ただきたい。

050140

日本人技能労
働者の不足を
補う外国人技
能労働者の雇
用

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「技
能」の項

在留資格「技能」につ
いては，実経経験が１
０年以上あることを要
件とし，限定した職種
について在留資格の
決定を行っている。

C －

「国際的に認知されている資格」がどのようなものか不
明であるが，専門的・技術的分野の外国人労働者につ
いて積極的に受け入れるとの基本方針に則り，当該基
準を設けているところである。なお，当該船員について
は，乗員上陸許可を受けることにより，一定の範囲内で
上陸することが可能である。

右の提案者の意見を踏まえ、再度検討し
回答されたい。

提案書の「規制の特例事項の内容」の欄では、「国際ケーブル船
への船員の雇用にあたって」としているが、船員の意味として、
この提案書では、国際ケーブル船に乗船する船員、乗組員等の総
称として記載したものである。その理由として国際ケーブル船で
は、ケーブルエンジニア等の技術者のほかに、船員資格を持つ乗
組員も補助的なケーブル業務を行うこともあるためで、上陸・乗
船許可を必要とする船員に限定した規制緩和を提案したものでは
ない。本提案は、国際ケーブルの基地としてのポテンシャルが高
い北九州市において、その拠点性を高めるニーズから、長期間に
おいて不定期にケーブル船に乗船しながら、陸上でのケーブル敷
設及び維持・管理のための業務に従事する外国人の雇用を可能と
する環境整備が必要になっている。従って、国際間海底ケーブル
の保守建設を行うため、国際ケーブル船に乗船する外国人のケー
ブルエンジニア(ケーブルジョインター)を雇用するにあたり、技
能分野における在留資格の規制緩和を提案したものである。「国
際的に認知されている資格がどのようなものか不明」とされてい
るが、本提案のケーブルエンジニア（ケーブルジョインター）に
関する国際的に認知されている資格としては、ケーブル技術に精
通するケーブルエンジニアから候補者が選出され、世界の主要な
海底ケーブル会社で組織されたUJ/UCコンソーシアム｛世界の海
底ケーブル建設を代表する5社(米、英、仏、伊及び日本)が、国
際間海底ケーブル接続技術の標準化を図る目的で結成したコン
ソーシアム｝が認定するスクールでの受講と試験を経て認証され
た者である。ケーブルジョインター講習受講資格は、米の某社で
は1年以上、日本の某社では2年以上のケーブルエンジニア経験を
有するものとなっている。

また、実際の業務内容として、海底ケーブ
ルの設計･理論･技術･修理等に関する敷
設修理技術、海洋調査技術、ケーブルシス
テムの光ファイバ伝送理論･試験評価技
術、さらにケーブル船専用設備(ケーブルエ
ンジン、同制御機構、ケーブルマネージメ
ントシステム、支援システム、DPS等)の運
用保守技術等の習熟には少なくとも４～5
年を必要とし、一朝一夕にして育成される
ものではない。
特に実務経験の多寡による習熟度合いの
差が顕著に見られ、障害修理の機会が多
ければ達成可能な年数である。以上のこと
から、当該資格は、国際的な民間事業者の
総意を得ているとともに、実態としてかなり
の技能の習熟が必要であることから、「国
際的に認知されている資格」として、技能
の習熟に関する判断基準に成り得るので
はないかと考えている。
なお、日本国内では極めて専門的な分野
に属し、日本人ケーブルエンジニア(ケーブ
ルジョインター)は絶対数が少なく、新たな
確保が困難である。意見として、以上の内
容から貴省が策定している専門的・技術的
分野の外国人労働者を積極的に受け入れ
るとした基本方針に照らして不足している
点を明確にしていただきたい。

Ｃ －

提案者によれば，ケーブルエンジニアにつ
いて一定の資格が存在するとのことである
が，その資格要件は現行の実務経験要件
１０年と同等以上の水準を担保し得るもの
とは考えられず，また，国内において当該
資格がどの程度の技術レベルを示すもの
であるかの専門的・客観的な判断がなされ
ていない状況において，当該資格を有する
ことをもって実務経験要件を緩和すること
は困難である。

2012020
北九州
市

北九州
市国際
物流特
区

日本人技
能労働者
の不足を
補う外国
人技能労
働者の雇
用

　国際ケーブル船への船員の雇用にあ
たって、就労期間（１０年間）で判断され
ている技能の習熟度に関し、国際的に
認知されている資格を有していることを
もって、在留資格を認めることとする。

　国際ケーブル船の活動範囲は世界規模
となっており、３Ｋといわれる海洋作業等
に従事する者に関して、専門的な技能とと
もに、語学力が必要となってきている。
　少子高齢化が進む中で日本ではそのよ
うな技能労働者の確保が困難となってお
り、語学力があり、技能を有する外国人を
採用せざるを得ない。
【具体的な業務】
ケーブルエンジニア
（ケーブルジョインター）
【資格】
　国際間海底ケーブル接続技術の標準化
を図る目的で日本も含む５カ国の企業の
コンソーシアム（UJ/UCコンソーシアム）が
設定した訓練を修了し、工業用エックス線
作業主任者資格を有する者。

050150
留学生の資格
外活動の就労
制限の緩和

出入国管
理及び難
民認定法
第１９条

一留学生に対して
は，一般的に，申請
があった場合に，週２
８時間を超えない範
囲内で，資格外活動
に係る包括許可を与
えている。また，個別
の申請に基づいて，
本来の在留活動を阻
害しない範囲内で週２
８時間を超える資格
外活動を認めることと
している。

Ｅ －

雇用先，就労時間及び就労内容等を明らかにして個別
の申請を行った場合には，内容を審査した上，本来の活
動を阻害しない範囲内で週２８時間を超える資格外活動
を認めている。

愛知万博に関連し就労する場合、地方公
共団体、万博協会等がその活動を管理す
ることにより個別の申請によることなく包括
的に許可をすることができないか。併せ
て、右の提案主体の意見も踏まえ、特に万
博という特段の需要に配慮した対応が可
能か、再度検討し回答されたい。

万博開催期間における通常年を大幅に上回る外国人
観光客の来訪に備えるホテル、旅行会社等のスタッフ
として留学生を円滑かつ効果的に活用することは地域
として取り組まなければならない課題である。留学生の
個別申請による資格外活動が認められる雇用先、就
労時間、就労内容等について名古屋入国管理局と協
議したいので、ご配意いただきたい。

Ｅ －

万博ということであれば，なおさら就労先等
の特定は可能であると考えられ，２８時間
を超える資格外活動について包括許可を
認める必要性は存在せず，かつ，現在の
留学生等の資格外活動の状況に照らして
も包括許可に係る時間規制の緩和を行うこ
とは困難である。
なお，名古屋入国管理局に対しては連絡
することとする。

1016010 愛知県
歓迎！
愛知万
博特区

留学生の
資格外活
動の就労
制限の緩
和

外国人留学生に認められている資格外
活動としての就労時間を1週35時間に拡
大する。

外国人留学生の資格外活動としての就労
時間を拡大することにより、愛知万博期間
中に観光ガイド、ホテルマン、その他外国
人観光客向けサービス業の従事者として
活用を促進する。

050160
外国人学生に
対する留学在
留資格の特例

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「留
学」の項

本邦の大学若しくはこ
れに準ずる機関等に
おいて教育を受ける
場合に在留資格「留
学」が決定される。

C －

本邦の大学と同等の教育水準にあると認められる客観
的な指標がない現状においては，このような措置を講ず
ることは困難である。なお，大学に準ずる機関と言うた
めには，学校教育法に定める大学院への入学資格を認
められていることが必要である。

文部科学省が外国の大学の日本の分校に
関する取り扱いを定めることにより、個別の
大学の判断によらずに学校教育法に定め
る大学院への入学資格を認められるように
なれば、大学に準ずる機関として留学の在
留資格を付与できるのか。
併せて、提案主体の意見も踏まえ、再度検
討し回答されたい。

管理コード080890の回答に、外国の大学の日本分校
の取り扱いを検討中とあるが、外国の大学の日本分校
からの学生が学校教育法にある大学院への入学を認
められれば、「大学に準ずるもの」と認められると理解
してよいか？

Ｃ －

文部科学省において，外国の大学の日本
の分校の学生について，当該学校を「大学
に準ずる機関」に相当するものとして学校
教育法に定める大学院への入学資格を認
めるという判断がなされるのであれば，当
該学生に対し在留資格「留学」を与えること
は可能である。

3049060

テンプ
ル大学
ジャパ
ン

国際高
等教育
推進特
区

外国人学
生に対す
る留学在
留資格の
特例

「留学」の在留資格は、「本邦の大学に
入学するための教育を行う機関又は高
等専門学校において教育を受ける活
動」と定められており、テンプル大学ジャ
パン（TUJ)は文部科学省の認可を受け
ていないため、「本邦の大学」とみなされ
ず、外国人学生を「留学」の在留資格で
受け入れることがでない。しかし、特区
においては本国の認定協会から正式な
認定も受けている海外の大学を「本邦
の大学」に準ずるものとみなし、外国人
学生に留学の在留資格を与える。

現在外国人学生は、文化活動ビザ（添付
資料4：外国の大学の学生が我が国に設
置された日本分校において勉学を行う活
動の取り扱いについて（入国管理局）参
照）により米国に１年以上滞在し本校経由
で来日の場合のみ、短期間TUJに在籍す
ることが許されるが、特例が認められれば
日本において国際教育を求める各国から
の学生を直接受け入れることが可能にな
る。また、現在短期間の滞在しか許されな
い学生も、希望の期間、例えば卒業まで
日本キャンパスでの在籍が可能となる。外
国人学生の受け入れは、大学にとって
キャンパスの国際化そして教育内容の充
実という観点において重要であると同時
に、地域にとってもその国際化と経済活性
化に直結するものである。

050170

外国人研修･
技能実習制度
の在留期間の
延長

出入国管
理及び難
民認定法
施行規則
別表第２，
技能実習
制度に係
る出入国
管理上の
取扱いに
関する指
針第１の４

技能実習期間は研修
活動の期間と合わせ
て最大３年以内の期
間となっている。ただ
し，研修活動の期間
が９月以内の場合に
は，研修活動の期間
のおおむね１．５倍以
内としている。

C －

問題事例が多発していること及び他国の発展に資する
人材の育成を通じての国際貢献という研修・技能実習
制度の目的に照らして，定住化を促すような期間設定は
避けるべきであることから，在留期間の特例を講じるこ
とは困難である。なお，本制度は雇用確保のために設
けられているものではない。

提案によれば「近年、活動内容が高度化･
ハイテク化され、技術修得移転の為には、
3年間では不充分であり、5年間までの延
長を必要とする。特に、ニット編立技術の修
得には、職人的な経験が必要である」とあ
る。これを踏まえ再度検討し、回答された
い。

Ｃ －

研修・技能実習制度の趣旨からすれば，ま
ず基本的な技術移転を派遣先国に行うこと
が先決であり，提案にあるような高度技能
を身に付ける際には，初回の研修・技能実
習を経て，派遣先国における技能移転終
了後，より上級の技術等の習得を目的とし
た再研修を行うことが可能である。

3073010

丸正
ニット
ファクト
リー
(株)、
新潟県
見附市

国際技
術交流
特区

外国人研
修･技能実
習制度の
在留期間
の延長

外国人研修・技能実習制度の在留期間
を、現行の3年間より5年間まで延長す
る。ただ、研修期間の1年間はそのまま
で、技能実習「特定活動」を4年間とし、
通算5年間を認める特例とする。

現在、ニット･テキスタイル生産活動現場
で、市内20社程が200人近くを技術修得の
為、外国との接点を深くし、事業の活性化
につなげようとしている。特例の導入企業
も30社位に増えると予測され、空洞化の
目立つ地場産業の新規創業雇用･再編整
備につながり、さらなる地元活性化が期待
される。

050180

トランジット客
による短時間
のバス観光に
対する入国手
続の免除

出入国管
理及び難
民認定法
第１４条

船舶等に乗っている
外国人で，本邦を経
由して本邦外の地域
に赴こうとするものが
寄港地上陸の許可を
受けた場合において
は，その船舶等の寄
港した出入国港から
出国するまでの７２時
間以内で，出入国港
の近傍に上陸するこ
とができる。

C －

パスポート等を預かったとしても，入国審査を経ない入
国を認めることは，出入国管理及び難民認定法第５条
に規定される上陸拒否事由に該当する外国人であって
も上陸することが可能となり，不法滞在を助長するだけ
でなく，我が国の治安に影響を及ぼす恐れが極めて高
いことから認められない。
なお，旅券を預かることにより旅券不携帯罪（出入国管
理及び難民認定法第７６条）が成立することとなる。

提案者の要望の主旨は、魅力的かつ質の
高いサービスが期待されている新空港に
おいて、トランジット中の乗客や、待ち時間
の長い乗客の対応として簡易なバス観光
を可能とすることで従来の日本の国際空港
にないサービスを実現することにある。待
ち時間を活用した観光を実現するために何
らかの措置を講じることができないか。併
せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい。

　今回の提案では、トランジット時の観光ツアー参加者の逃亡・不法滞
在防止のため、外部への自由な往来ができないバス（添乗員付き）か
らの車窓見学という方法を取り、また、対象も、当初は、途中逃亡の可
能性が極めて低い欧米先進国など査証相互免除国の観光客に限定し
て実施するということもあわせて提示しており、こうした措置を講ずるこ
とによって、ご指摘のあった「不法滞在を助長するだけでなく、我が国
の治安に影響を及ぼす恐れが極めて高い」事態は回避されると考え
る。
　また、ツアー参加者の旅券（パスポート）の預かりについては、本人
確認及び逃亡防止の手段として考えてものだが、旅券不携帯罪が成
立するという今回のご示唆を踏まえ、申込時に旅券・航空券をチェック
することにより、トランジット客本人であることを確認することとしたい。
　なお、トランジット時の観光は、既にシンガポールやタイの空港などで
実施されており、空港利用者の満足度の向上を目指す我が国の国際
空港の新しいサービスの1つとなるとともに、我が国のPRや国際的イ
メージの向上に役立ち、また、空港周辺地域の知名度の向上を図る有
効な手段となりうると考える。
　今回の提案が対応困難ということであれば、トランジット客がその待
ち時間を利用した短時間の観光ツアーに円滑、迅速、簡便に参加でき
るよう、出入国審査の優先処理（外交旅券所持者や搭乗員同様に、参
加者に特化した専用審査ブースを設ける）を検討いただきたい。
　本案であれば、正規の出入国手続きをとることになるため、不法滞在
を助長することはない。また、参加者がツアーに出発・到着する一定の
時間に出入国審査を受けることになることから、係官がブースに常駐
する必要性は低い。

（参考）シンガポール・タイのトランジット時
の観光については、
①シンガポール・チャンギ空港無料シャト
ルツアー
http://www.changi.airport.com.sg/changi/l
evel3.jsp?FOLDER%3C%3Efolder_id=253437
4302023853&ASSORTMENT%3C%3East_id=
1408474395181065&bmUID=107345287391
6&bmLocale=ja_JP（チャンギ空港HP)
http://app.stb.com.sg/asp/new/new03a.as
p?id=346（シンガポール政府観光局ＨＰ）
②バンコク国際空港トランジットツアー
http://www.thailandtravel.or.jp/access/tra
nsit.html
（タイ国政府観光庁日本支局ＨＰ）

Ｃ －

査証免除対象国の外国人に対象を限定す
るとしても，審査を経ない上陸を認めること
は，出入国管理及び難民認定法第５条に
規定される上陸拒否事由に該当する外国
人であっても上陸することが可能となり，不
法滞在を助長するだけでなく，我が国の治
安に影響を及ぼす恐れが極めて高いこと
から認められない。
なお，入国審査の優先処理については，中
部国際空港の人員体制，一般の観光客を
始めとする他の入国者数への影響等を考
慮すると困難である。

2003010 愛知県

中部臨
空都市
国際交
流特区

トランジッ
ト客による
短時間の
バス観光
に対する
入国手続
の免除

空港の魅力及び利便性増大のために、
特例としてトランジット客による短時間の
バス観光に対する入国審査を免除す
る。

中部国際空港において、トランジット客に
ついてパスポート、航空券を預かることを
条件に、数時間程度のバス観光を可能と
することで、多様なサービスを提供する。
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法務省

管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050190
出入国港の指
定基準に係る
特例

出入国管
理及び難
民認定法
第２条，出
入国管理
及び難民
認定法施
行規則第１
条第１項，
別表第１

出入国管理及び難民
認定法施行規則第１
条第１項第１号に基
づく出入国港の指定
については，国際定
期便等により頻繁に
利用されることが見込
まれ，また出入国審
査施設の確保，管轄
する出張所等の受入
れ体制等に照らし，問
題がないと考えられる
空港に限り行うことと

している。

D－１ －

あらかじめ出入国管理及び難民認定法施行規則第１条
第１項第１号に基づく出入国港として指定されていなくと
も，国際チャーター便等の国際不定期便が離発着する
場合には，担当官署のほか近隣の出張所等からの応
援体制を強化するなど機動的な体制を確保し，同項第２
号に基づく出入国港と指定すること（いわゆる臨時指
定）により対応している。
なお，中部国際空港開港に当たっては，「空港整備７箇
年計画について」（平成８年１２月１３日）により，定期航
空路線の一元化が前提とされており，現在名古屋空港
に乗り入れている国際定期便及び商用不定期便の運航
は全て中部国際空港に移ることとなることから，出入国
管理に関するまとまった行政需要を見込むことができな
い。

一定の需要が見込めれるのであれば出入
国港として位置づけてもよいのではない
か、検討し、回答されたい。この際、農林水
産省の回答では「今後も国際便の入港が
見込まれ、畜産物類の輸入要望があるの
であれば引き続き指定港とすることについ
て検討する」とあり、同様に検討されたい。
また、貴省の回答では「機動的な体制を確
保し，同項第２号に基づく出入国港と指定
すること（いわゆる臨時指定）により対応し
ている」とあるが、国際ビジネス機の特性
及びそれに特化する空港の特性を踏まえ、
執務時間外における対応も含め、直前の
審査要請や時間変更に適切に対応するも
のと解してよろしいか、回答されたい。

１　「国際チャーター便等の国際不定期便が離発着する場合には…機
動的な体制を確保し、臨時指定により対応している」との記述について
　　国際チャーター便とは異なり、前日の離着陸決定や時間変更が頻
繁に行われる国際ビジネス機の特性に鑑みて、現行制度の枠内では
実質的に運航を行うことができなくなるために今回の特区提案を行っ
ているところである。
　　また、特区においては、将来の名古屋空港を「国際ビジネス機の拠
点」とすることを目指しており、原則自由に国際ビジネス機が離着陸で
きる制度環境整備を求めている。そのため、出入国港の臨時指定にか
からしめることには馴染まない。
　　また、原則2週間とされる「連絡の期間等も含め、柔軟に対応」する
とのことであるが、上述のようなビジネス機特有の運航にどう対応して
いただけるのかお示しいただきたい。
２　「定期航空路線一元化により出入国管理に関する纏まった行政需
要を見込むことができない」との見解について
　　中部国際空港開港により現名古屋空港の国内・国際定期航空路線
は一元化されるが、国際ビジネス機は対象外である。
　　本特区提案においては年間50機（離着陸100回）以上のビジネス機
の飛来が見込まれる場合を指定要件としていることから、

国際定期便が一時的に不在で年
間32機（航空局監修：数字で見る
航空2003による）の国際チャー
ター機の飛来しか無かった熊本
空港が出入国港であり続けたこ
とに比べれば、はるかに行政需
要があると考えられる。
　　また、本提案では、審査体制
についても本特区構想に係る規
制の特例（050200）の中で、別
途、効率的な手法をあわせて提
案しているものである。
　　わが国ではこれまで定期便中
心の出入国行政が行われてきて
おり、海外から「ビジネス機鎖国」
との汚名まで受けているため、視
点を変えて特区において要望を
実現できないか、再度検討し、回
答されたい。

Ｄ－１ －

　名古屋空港が出入国管理及び難民認定法
規則第１条第１項第１号に基づく出入国港でな
くなった場合でも，同項第２号に基づく出入国
港，いわゆる臨時指定を行うことにより，同空
港から日本人及び外国人が出入国することが
可能であり，また，近隣に設置されている名古
屋入国管理局の職員を派遣して出入国審査に
当たることから，名古屋空港及び国際ビジネス
機の特性等を踏まえた柔軟な対応が可能であ
り，直前の審査要請や時間変更に対しても，可
能な限り円滑な運航に支障を来さないよう配
慮してまいりたい。
　また，御指摘の農林水産省の回答について
は，植物防疫法及び家畜伝染病予防法に基
づく指定港にしなければ，国際ビジネス機から
のギャベージの搬出及びその処分が不可能と
なるため，「今後も国際便の入港が見込まれ，
植物類及び畜産物類の輸入要望があるので
あれば引き続き指定港とすることについて検
討する。」趣旨と理解しており，省令指定されて
いなくても，近隣官署からの職員派遣によっ
て，行政ニーズに応えることが可能である出入
国審査とは事情が異なるものである。

貴省の回答で「可能な範囲で円滑な運行に支障
をきたさないよう配慮してまいりたい」とあるが、
内容について明確化できないか具体的に検討し
回答されたい。

－ －

中部国際空港開港後の名古屋空港における出入
国審査については，近隣に設置されている名古屋
入国管理局の職員を派遣して対応することとなる
が，国土交通省の外国航空機の出入国許可等に
係る航空法施行規則の改正内容を念頭に，名古
屋空港及び国際ビジネス機の特性等を踏まえ，可
能な限り円滑な運航に支障を来さないよう配慮す
る。
　なお，具体的対応については，関係各省の名古
屋空港を管轄する地方支分部局及び愛知県等関
係者との間で協議・検討を進めることとする。

1078050

愛知
県、名
古屋
市、春
日井
市、小
牧市、
豊山
町、名
古屋空
港活用
促進協
議会、
日本貿
易振興
機構、
日本ビ
ジネス
航空協
会

開国！
国際ビジ
ネス機特
区

出入国港
の指定基
準に係る
特例

年間１００回以上の国際ビジネス機の離
着陸が見込まれる場合は、特区を出入
国港として指定し、適切な審査対応(直
前の審査要請及び時間変更可)を行う。

国際ビジネス機の大半を占める外国籍ビ
ジネス機が自由に離着陸できるようにし、
中部国際空港開港後の名古屋空港を我
が国初の国際ビジネス機の拠点とするこ
とで、製造業を始め高い産業集積を誇る
当地域と海外企業をダイレクトに結び付
け、新たなビジネスや対日投資の促進、ま
た世界的に著名な文化人や政治家等の
来訪による当地域の国際的な地位向上を
図るとともに、ＦＢＯ事業や国際ビジネス機
チャーター事業などの新しい航空系産業
を創出する。

050200

ＣＩＱ審査業務
の適正規模化
と機内におけ
る審査実施に
係る規制の特
例

出入国管
理及び難
民認定法
第６条，第
７条

出入国管理は入国管
理局職員が行ってい
る。

C －

税関，出入国管理，検疫については，審査等の対象が
全く異なっており，業務遂行に必要な専門性も全く異
なっているため，出入国管理に係る業務を税関職員に
委任することは困難である。

国際ビジネス機旅客の多くは、著名な財界
人や文化人等であり、審査対象の属性、規
模も限定されている。職員が併任し、其々
の業務遂行に必要な専門性を備えればよ
いのではないか。法令上、一人の職員に税
関、出入国管理、検疫の審査を委任するこ
とができないこととなっているのか確認され
たい。提案には「米国では、入管、検疫か
ら権限委任を受けた税関職員が一人で機
内まで出向いて審査」しているとあり、これ
も踏まえて、提案が実現できないか、検討
されたい。
また、地域再生の推進のため施策の連携
は重要であることから、これを踏まえ本提
案が実現できないか再度検討し回答され
たい。

１　「審査等の対象が全く異なっており、業務遂行に必
要な専門性も全く異なっているため、出入国管理に係
る業務を税関職員に委任することは困難」との見解に
ついて
　　特区においてはビジネス航空旅客のみを対象とし、
国際貨物の輸入などは伴わないため、対象は乗員及
び旅客とその携行物等であり、限定的である。
　　「入国審査官」には特段の資格は求められていない
上、その審査業務は、「旅券・査証の有効性の確認」や
「在留資格・在留期間の確認」、「上陸拒否対象者か否
かの確認」など形式要件に係る審査であり、また、それ
ら審査に必要な「入国記録」や「犯罪記録」等の確認
は、現在、電子情報ネットワーク化されており、入国管
理局の電子端末を使用すれば「税関職員」においても
実際の業務実施が可能である。
　　また、乗員上陸許可等についてはインターネットを
介した「乗員上陸許可支援システム」が運用されてお
り、事前審査の実施が可能となっている。

　　なお、特区での出入国は国際
ビジネス機に限られるが、実態上
ビジネス機旅客の場合、審査の
結果、口頭審理に及ぶようなケー
スはほとんど無い。
　　今回の特区提案の内容につ
いては、米国では国際ビジネス
機に対して一般的に行われてい
る方法であり、特区において実現
できないか再度検討の上ご回答
いただきたい。
２　なお、今回提案した機内にお
ける審査実施は可能と考えてよ
いか。

Ｃ －

現行の入管法第６１条の３において，入国
審査官が上陸審査等を行うこととされてお
り，その権限を税関職員等に委任すること
は現行法令上困難である。
また，ビジネス機旅客に対する審査であっ
ても，業務遂行に必要な専門性は認められ
る。
なお，アメリカは我が国と異なり，出入国管
理，検疫，税関業務を所掌する国土安全保
障省が設けられている。
なお，機内での出入国審査については，空
港の離発着の状況，航空機の設備，人員
体制の状況等に応じて，可能な限り対応を
実施したいと考えている。

一人の職員が其々の業務遂行に必要な専門
性を備えた上で、入国審査官と他のCIQに係
る審査を所掌する官職を併任する事は法令
上可能か確認されたい。

－ －

現行法令上，入国審査官と他のＣＩＱに係る審
査を所掌する官職を併任することは可能であ
るが，税関，出入国管理，検疫については，審
査等の対象が全く異なっており，業務遂行に
必要な専門性も全く異なっていることから，税
関職員が出入国審査に係る対応を行うことは
困難である。

1078090

愛知
県、名
古屋
市、春
日井
市、小
牧市、
豊山
町、名
古屋空
港活用
促進協
議会、
日本貿
易振興
機構、
日本ビ
ジネス
航空協
会

開国！
国際ビジ
ネス機特
区

ＣＩＱ審査
業務の適
正規模化
と機内に
おける審
査実施に
係る規制
の特例

特区においては、米国の例に倣い、税
関職員に入管、検疫に係る審査業務権
限を委任するなどし、少数の税関職員
が機内において審査ができるようにす
る。

国際ビジネス機旅客に適した規模と手法
によるＣＩＱ審査ができるようにし、中部国
際空港開港後の名古屋空港を我が国初
の国際ビジネス機の拠点とすることで、製
造業を始め高い産業集積を誇る当地域と
海外企業をダイレクトに結び付け、新たな
ビジネスや対日投資の促進、また世界的
に著名な文化人や政治家等の来訪による
当地域の国際的な地位向上を図るととも
に、ＦＢＯ事業や国際ビジネス機チャー
ター事業などの新しい航空系産業を創出
する。

050210
在留期間更新
許可申請手数
料の免除

出入国管
理及び難
民認定法
第六十七
条
出入国管
理及び難
民認定法
関係手数
料令

在留期間の更新の許
可に係る手数料は４
千円とされている。

C －
予算に係る事項であり，このような措置を講ずることは
困難である。

右の提案主体の意見を踏まえ、特に万博
という特段の需要に配慮した対応が可能
か、再度検討し回答されたい。

予算に係る事項ではあるが、愛知万博は日本政府が
世界貢献のために主催する特別な国際的大規模イベ
ントであることから、できるだけ多くの外国人に見学し
ていただくことが望まれる。万博見学のため特区対象
地域を来訪することを目的に短期滞在資格を望む在住
外国人に対し、主催国の「おもてなし」として手数料を
免除することをご検討いただきたい。

Ｃ －

予算に係る事項であり，このような措置を
講ずることは困難である。
特区制度の性格は，規制の特例措置を特
区において試行的に実施し，その全国展
開を目指すものであり，その趣旨からして
も当該要望について実施することは困難で
ある。

1016060 愛知県
歓迎！
愛知万
博特区

在留期間
更新許可
申請手数
料の免除

外国人が、愛知万博見学のため、在留
期間の更新手続を行う場合には、申請
手数料を免除する。

愛知万博開催直前又は開催中に在留期
間の更新を迎える留学生などが、期間延
長に伴い万博見学することが証明される
場合は、在留期間更新許可手数料を免除
することで、外国人の愛知万博見学を促
進する。

050220

外国人である
乗員の上陸許
可手続の簡素
化

出入国管
理及び難
民認定法
第１６条，
出入国管
理及び難
民認定法
施行規則
第１５条，
第６１条の
３，別記様
式第２１号
様式

乗員上陸許可書につ
いては書面交付とし
ている。

C －

個人認証等のセキュリティ上の問題があり，新たなセ
キュリティシステムを開発する必要があるが，予算を伴う
ものであるため，要望内容について実施することは困難
である。　なお，運送業者が本人に交付することが確実
で，かつ，入国審査官が同一人性の確認を行う必要が
ある場合その他必要がある場合に，入国審査官の職務
の遂行について指示した事項について運送業者の協力
が確実に得られると認められるときは郵送による交付を
行っている。

①新たなセキュリティシステムの開発につ
いて検討はしないということか確認された
い。
②提案者によれば「郵送による方法では、
郵送料の費用負担問題のほか、臨機に交
付を受けることができず、必ずしも十分でな
い」とあり、これに代わる新たな方法はない
か。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

　回答によれば、一定の条件を満たす運送業者が本人
に交付することが確実と認める場合に郵送による交付
を認めることとしているが、同様の条件を満たす運送業
者が郵送による受け取りに代えて、オンライン端末から
許可証を受け取ることとしても、郵送の場合に比べてセ
キュリティが低下するとは考えられない。（むしろオンラ
インの方がパスワードによる保護などによりセキュリ
ティが高いのではないか。）
　個人認証等のセキュリティ上の問題があり、新たなセ
キュリティシステム開発の必要があり、予算を伴うから
規制緩和ができないとのことであるが、予算を伴うもの
であっても、例えば「構造改革特別区域基本方針につ
いて」（平成１５年１月２４日閣議決定）別表２の５０５の
ようにシステムを整備して改革すると決定した例も既に
存在している。関税法や港湾法などに基づく許可につ
いては、当該規制改革の結果オンラインで受けること
ができるようになっており、また、上陸許可証について
も申請についてはオンラインで行うことができることと
なっており、同様に乗員上陸許可証の交付においても
オンラインによることは可能と考える。
　セキュリティの問題にも十分対応して関係者共同で
整備された既存のシングルウインドウシステムを活用
すれば多額の予算措置が必要とは考えられない。

手続の厳格性を追求するあまり
民間事業者に手続面・費用面で
負担がかさんでいる典型である。
　もし、民間事業者のオンライン
端末で交付を受けることが困難
であるとすれば、例えば、特区内
においては、シングルウインドウ
システムを活用し、国の港湾関係
機関の端末から、乗員上陸許可
証の交付を可能とするなどの方
法も考えられる。
　また、郵送による交付について
は、郵送料の費用負担の問題が
あるとともに、交付が上陸時に間
に合わない場合もでてくるなど、
迅速性の点から提案事案への対
応策とはなりえない。

Ｃ －

現段階において，具体的な結論内容，結論
時期は明らかにできないが，セキュリティシ
ステムについても今後検討してまいりた
い。
また，郵送に代わる交付については，現在
のところ想定されるものはない。

2019010

茨城
県、栃
木県、
群馬県

広域連
携物流
特区

外国人で
ある乗員
の上陸許
可手続の
簡素化

外国人である乗員が休養、買物その他
のこれらに類似する目的をもって上陸す
る場合における乗員上陸許可証につい
て、電子的方法(シングルウィンドウシス
テムを活用)により端末からの交付を可
能とする。

乗員上陸許可証を電子的方法により端末
からの交付を可能とすることにより、迅速
かつ効率的な手続きとなることで、手続
面・費用面でのコストを大幅に低減する。

050230
在留期間延長
の特例

出入国管
理及び難
民認定法
第２条の２
第３項，出
入国管理
及び難民
認定法施
行規則別
表第２

外国人の適正な在留
管理を図ることを目的
として，最長３年の一
定期間ごとに外国人
の在留中の活動状況
等を確認し，引き続き
在留を認めることの可
否を決定する仕組み
となっている。

C －

外国人研究者については，一定の研究分野について研
究から起業までの在留期間を認めることにより産業の
育成を支援するという目的から，また，外国人IT技術者
については情報処理産業を支える技術者の受入れ促進
及び大学等との連携によるIT技術に係る技術開発に相
当の期間を要する場合があることを踏まえてその確保を
図る目的から在留期間の特例を認めたものであり，要
望にあるような単純な在留期間の特例を講じることは困
難である。

3076010

株式会
社東京
総合研
究所

い、しょ
く、じゅ
う、ゆう、
がく
外国人
起業家と
地域住
民が共
生できる
特区（エ
リア）の
創生

在留期間
を延長す
る

特区内で在留資格を得て活動する外国
人に対して、最低３年、最長5年の在留
期間を認める。

起業及びその事業をペイラインののせる
には最低３年はかかる。在留期間を５年と
すれば、起業を行おうとする、外国人にと
つて非常に優位な場所となり、その地域を
選び移住してくることが予想される。
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ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050230
在留期間延長
の特例

出入国管
理及び難
民認定法
第２条の２
第３項，出
入国管理
及び難民
認定法施
行規則別
表第２

外国人の適正な在留
管理を図ることを目的
として，最長３年の一
定期間ごとに外国人
の在留中の活動状況
等を確認し，引き続き
在留を認めることの可
否を決定する仕組み
となっている。

C －

外国人研究者については，一定の研究分野について研
究から起業までの在留期間を認めることにより産業の
育成を支援するという目的から，また，外国人IT技術者
については情報処理産業を支える技術者の受入れ促進
及び大学等との連携によるIT技術に係る技術開発に相
当の期間を要する場合があることを踏まえてその確保を
図る目的から在留期間の特例を認めたものであり，要
望にあるような単純な在留期間の特例を講じることは困
難である。

3104010 個人
国際交
流特区

国際交流
特区

境港市竹内団地内での外国製品の製
造販売、外国人が飲食店を自由に設置
営業可能に、５年間滞在可能なように規
制を緩和する。また公営住宅に入居で
きるように規制を緩和し、長崎の出島の
ようにして欲しい。現在FAZ地区に指定
されている。

外国製品の製造販売で国内に販売発信
でき、外国の飲食街の進出で外国人も定
着する。外国語の必要性も増大し、外国
大学の設置も可能である。米子空港(滑走
路)も環日本海の拠点空港として平成２０
年には2,500m.に延長され、境港も5万トン
岸壁が整備される予定である。20万坪の
土地は県有地である。今年度には一日2
万人の集客する量販店も進出する。また、
水木しげるの鬼太郎の町でもあり、観光
地としても有望である。飲食店は中国、韓
国、モンゴル、ロシア、東南アジア諸国か
らの進出で横浜の中国人街のようにす
る。中国、韓国、モンゴル、ロシア、東南ア
ジア諸国からの進出で国際交流都市を構
築する。

050240
在留資格要件
の緩和

出入国管
理及び難
民認定法
第７条第１
項第２号の
基準を定
める省令
の表の「投
資・経営」
の項

－ C －

要望内容が不明であるが，起業をする外国人が取得す
る在留資格としては「投資・経営」が想定されるものの，
同資格が決定されるためには，投資要件については，２
人以上の常勤職員として２人以上の日本人等が従事す
る規模（投資額が年間５００万円以上であればよい。）及
び事業所の確保という要件を満たすことが必要であり，
投資活動の実態がない者に対し，同在留資格を付与す
ることは困難である。

3076020

株式会
社東京
総合研
究所

い、しょ
く、じゅ
う、ゆう、
がく
外国人
起業家と
地域住
民が共
生できる
特区（エ
リア）の
創生

在留資格
要件の緩
和

特区内で起業を行おうとする者に対して
株式会社の最低用件を満たしていれば
在留資格を与えるものとする。

起業し在留する為のハードルが低くなる事
により、起業を行おうとする、外国人にとつ
て非常に優位な場所となり、その地域を選
び移住してくることが予想される。

050250
日本語学校の
設置基準の緩
和

－ － Ｅ －

当該審査基準は日本語教育振興協会が作成しているも
のであり，国として措置することは困難であるが，当該
要望事項については，日本語教育振興協会に対して検
討するよう連絡した。

貴省の回答では、「国として対応することは
困難」とあるが、当該法人を認定している
のは法務大臣であり、その認定にあたって
は審査基準の提出を求めている。また、審
査基準の変更についても法務大臣の承認
を必要としているところである。したがって、
当該要望事項について国として改善のた
めに必要な措置を採ることもできるのでは
ないか。提案に基づき必要な措置を講じら
れたい。併せて、右の提案主体の意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置
を講じるためみ必要な法的根拠がないことは重々承知
しております。しかし、貴省が日本語教育振興協会へ
所轄官庁として実質的に強い影響力を有していること
に着目し、再提案しました。それに対する貴省の対応
は僭越ながら全くもって非協力的であり、構造改革特
別区域法の主旨と相反する印象を拭えません。貴省の
回答は、第三次提案時と全く同じものであり、ただ日本
語教育振興協会へ連絡をした旨を伝えたのみです。構
造改革特別区域法の主旨に沿うならばなぜ連絡内容
や協会側の回答やその理由を公開しないのでしょう
か。以上のことを踏まえて再回答の際は、以下の点を
お答えください。①もし、貴省が協会に何ら影響を及ぼ
す立場にないと主張するのであれば、事実上の関係も
含めて影響力行使がないという証拠、②第三次と本提
案で協会側に連絡した内容及び第三次と第四次で連
絡内容にどのような差異を設けたのか、③第三次と本
提案における協会側の回答およびその理由、③もし、
まだ回答を得ていないのであればいつまでに回答を得
て、その回答を公開できるのか、期限を明記すること。

Ｅ －

法務省としては，学校教育法上の校地・校
舎の自己所有制限の撤廃の措置が採られ
ていることにかんがみ，日本語教育振興協
会における日本語教育施設の運営に関す
る基準においても同様の措置を検討すべ
き段階にあると考えているところであり，そ
の旨を伝達の上，同協会から審査基準の
見直しをするか否かの判断について回答を
得ることとする。

貴省の考えを早急に伝達し、同協会がいつ
までに回答をするのか確認されたい。

－ － 本年度中に回答を得ることとする。 3063010

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

日本語
学校の
設置基
準を緩和
する特区

日本語学
校の設置
基準を緩
和する特
区

「日本語教育施設の運営に関する基
準」第十四条は、「日本語教育施設
には、その教育の目的を実現するた
めに必要な校地を備えるものとす
る。」と規定しています。この校地
の自己所有義務を緩和し、賃借でも
良いとすることを提案します。

日本語学校の新規設置を促進します。
これにより、外国人の受け入れ増加と
日本語学校の拡充が図られます。

050250
日本語学校の
設置基準の緩
和

－ － Ｅ －

当該審査基準は日本語教育振興協会が作成しているも
のであり，国として措置することは困難であるが，当該
要望事項については，日本語教育振興協会に対して検
討するよう連絡した。

貴省の回答では、「国として対応することは
困難」とあるが、当該法人を認定している
のは法務大臣であり、その認定にあたって
は審査基準の提出を求めている。また、審
査基準の変更についても法務大臣の承認
を必要としているところである。したがって、
当該要望事項について国として改善のた
めに必要な措置を採ることもできるのでは
ないか。提案に基づき必要な措置を講じら
れたい。併せて、右の提案主体の意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置を講じるためみ
必要な法的根拠がないことは重々承知しております。しかし、貴省が
日本語教育振興協会へ所轄官庁として実質的に強い影響力を有して
いることに着目し、再提案しました。それに対する貴省の対応は僭越
ながら全くもって非協力的であり、構造改革特別区域法の主旨と相反
する印象を拭えません。貴省の回答は、第三次提案時と全く同じもの
であり、ただ日本語教育振興協会へ連絡をした旨を伝えたのみです。
構造改革特別区域法の主旨に沿うならばなぜ連絡内容や協会側の回
答やその理由を公開しないのでしょうか。以上のことを踏まえて再回答
の際は、以下の点をお答えください。①もし、貴省が協会に何ら影響を
及ぼす立場にないと主張するのであれば、事実上の関係も含めて影
響力行使がないという証拠、②第三次と本提案で協会側に連絡した内
容及び第三次と第四次で連絡内容にどのような差異を設けたのか、③
第三次と本提案における協会側の回答およびその理由、③もし、まだ
回答を得ていないのであればいつまでに回答を得て、その回答を公開
できるのか、期限を明記すること。

Ｅ －

法務省としては，学校教育法上の校地・校
舎の自己所有制限の撤廃の措置が採られ
ていることにかんがみ，日本語教育振興協
会における日本語教育施設の運営に関す
る基準においても同様の措置を検討すべ
き段階にあると考えているところであり，そ
の旨を伝達の上，同協会から審査基準の
見直しをするか否かの判断について回答を
得ることとする。

貴省の考えを早急に伝達し、同協会がいつ
までに回答をするのか確認されたい。

－ － 本年度中に回答を得ることとする。 5150024

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

日本語学校
の設置基準
緩和

「日本語教育施設の運営に関する基準」第十四
条は、「日本語教育施設には、その教育の目的
を実現するために必要な校地を備えるものとす
る。」と規定しています。この校地の自己所有
義務を緩和し、賃借でも良いとすることを提案
します。

日本語学校の新規設置を促進します。これによ
り、外国人の受け入れ増加と日本語学校の拡充が
図られます。

050250
日本語学校の
設置基準の緩
和

－ － Ｅ －

当該審査基準は日本語教育振興協会が作成しているも
のであり，国として措置することは困難であるが，当該
要望事項については，日本語教育振興協会に対して検
討するよう連絡した。

貴省の回答では、「国として対応することは
困難」とあるが、当該法人を認定している
のは法務大臣であり、その認定にあたって
は審査基準の提出を求めている。また、審
査基準の変更についても法務大臣の承認
を必要としているところである。したがって、
当該要望事項について国として改善のた
めに必要な措置を採ることもできるのでは
ないか。提案に基づき必要な措置を講じら
れたい。併せて、右の提案主体の意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置を講じるためみ
必要な法的根拠がないことは重々承知しております。しかし、貴省が
日本語教育振興協会へ所轄官庁として実質的に強い影響力を有して
いることに着目し、再提案しました。それに対する貴省の対応は僭越
ながら全くもって非協力的であり、構造改革特別区域法の主旨と相反
する印象を拭えません。貴省の回答は、第三次提案時と全く同じもの
であり、ただ日本語教育振興協会へ連絡をした旨を伝えたのみです。
構造改革特別区域法の主旨に沿うならばなぜ連絡内容や協会側の回
答やその理由を公開しないのでしょうか。以上のことを踏まえて再回答
の際は、以下の点をお答えください。①もし、貴省が協会に何ら影響を
及ぼす立場にないと主張するのであれば、事実上の関係も含めて影
響力行使がないという証拠、②第三次と本提案で協会側に連絡した内
容及び第三次と第四次で連絡内容にどのような差異を設けたのか、③
第三次と本提案における協会側の回答およびその理由、③もし、まだ
回答を得ていないのであればいつまでに回答を得て、その回答を公開
できるのか、期限を明記すること。

Ｅ －

法務省としては，学校教育法上の校地・校
舎の自己所有制限の撤廃の措置が採られ
ていることにかんがみ，日本語教育振興協
会における日本語教育施設の運営に関す
る基準においても同様の措置を検討すべ
き段階にあると考えているところであり，そ
の旨を伝達の上，同協会から審査基準の
見直しをするか否かの判断について回答を
得ることとする。

貴省の考えを早急に伝達し、同協会がいつ
までに回答をするのか確認されたい。

－ － 本年度中に回答を得ることとする。 3063020

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

日本語
学校の
設置基
準を緩和
する特区

日本語学
校の設置
基準を緩
和する特
区

「日本語教育施設の運営に関する基
準」第十五条は、「日本語教育施設
には、その教育の目的を実現するた
めに必要な校舎を備えるものとす
る。」と規定しています。この校舎
の自己所有義務を緩和し、賃借でも
良いとすることを提案します。

日本語学校の新規設置を促進します。
これにより、外国人の受け入れ増加と
日本語学校の拡充が図られます。

050250
日本語学校の
設置基準の緩
和

－ － Ｅ －

当該審査基準は日本語教育振興協会が作成しているも
のであり，国として措置することは困難であるが，当該
要望事項については，日本語教育振興協会に対して検
討するよう連絡した。

貴省の回答では、「国として対応することは
困難」とあるが、当該法人を認定している
のは法務大臣であり、その認定にあたって
は審査基準の提出を求めている。また、審
査基準の変更についても法務大臣の承認
を必要としているところである。したがって、
当該要望事項について国として改善のた
めに必要な措置を採ることもできるのでは
ないか。提案に基づき必要な措置を講じら
れたい。併せて、右の提案主体の意見も踏
まえ、再度検討し回答されたい。

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置を講じるためみ
必要な法的根拠がないことは重々承知しております。しかし、貴省が
日本語教育振興協会へ所轄官庁として実質的に強い影響力を有して
いることに着目し、再提案しました。それに対する貴省の対応は僭越
ながら全くもって非協力的であり、構造改革特別区域法の主旨と相反
する印象を拭えません。貴省の回答は、第三次提案時と全く同じもの
であり、ただ日本語教育振興協会へ連絡をした旨を伝えたのみです。
構造改革特別区域法の主旨に沿うならばなぜ連絡内容や協会側の回
答やその理由を公開しないのでしょうか。以上のことを踏まえて再回答
の際は、以下の点をお答えください。①もし、貴省が協会に何ら影響を
及ぼす立場にないと主張するのであれば、事実上の関係も含めて影
響力行使がないという証拠、②第三次と本提案で協会側に連絡した内
容及び第三次と第四次で連絡内容にどのような差異を設けたのか、③
第三次と本提案における協会側の回答およびその理由、③もし、まだ
回答を得ていないのであればいつまでに回答を得て、その回答を公開
できるのか、期限を明記すること。

Ｅ －

法務省としては，学校教育法上の校地・校
舎の自己所有制限の撤廃の措置が採られ
ていることにかんがみ，日本語教育振興協
会における日本語教育施設の運営に関す
る基準においても同様の措置を検討すべ
き段階にあると考えているところであり，そ
の旨を伝達の上，同協会から審査基準の
見直しをするか否かの判断について回答を
得ることとする。

貴省の考えを早急に伝達し、同協会がいつ
までに回答をするのか確認されたい。

－ － 本年度中に回答を得ることとする。 5150025

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

日本語学校
の設置基準
緩和

「日本語教育施設の運営に関する基準」第十五
条は、「日本語教育施設には、その教育の目的
を実現するために必要な校舎を備えるものとす
る。」と規定しています。この校舎の自己所有
義務を緩和し、賃借でも良いとすることを提案
します。

日本語学校の新規設置を促進します。これによ
り、外国人の受け入れ増加と日本語学校の拡充が
図られます。
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法務省

管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050260
日本語学校の
設置基準の緩
和

－ － Ｅ －
当該審査基準は日本語教育振興協会が作成しているも
のであり，国として措置することは困難である。

日本語教育振興協会が当該基準を緩和す
る場合は法務大臣の承認が必要なのでは
ないか。国としての審査基準の要件を明ら
かにすべきではないか。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置
を講じるために必要な法的根拠が存在しないことは
重々承知しております。しかし、貴省が日本語教育振
興協会へ所轄官庁として実質的に強い影響力を有して
いることに着目し、再提案したのであります。それに対
する貴省の対応は僭越ながら全くもって非協力的であ
り、構造改革特別区域法の主旨と相反する印象を拭え
ません。法的な規制はありませんが、事実上の規制で
貴省の意向に沿った基準が制定されていることは否め
ません。もっと真摯な態度で対応することも可能なはず
です。もし、弊社の指摘に何らかの誤解があるのであ
ればその証拠を示していただくようお願いします。

Ｅ －

法務省としては，日本語教育機関としての
適正性の確保の観点から，授業時間数等
の緩和を図るべきではないと考えている
が，日本語教育振興協会の審査基準の変
更の検討にあたっては，日本語教育機関と
しての適正性の確保及び日本語教育の質
の確保の判断が必要であることから，文部
科学省と協議の上判断することとなると思
われる。
なお，当該提案の内容について日本語教
育振興協会に対し情報提供することとす
る。

3063030

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

日本語
学校の
設置基
準を緩和
する特区

日本語学
校の設置
基準を緩
和する特
区

「日本語教育施設の運営に関する基
準」の第二条は、「日本語教育施設
の修業期間は、１年以上とする。た
だし、必要に応じ、６か月以上とす
るものとする。」と規定していま
す。この最低修業期間を緩和するこ
とを提案します。

日本語学校において短期カリキュラム
を組むことが可能となります。これに
より、外国人の学習機会を増やすこと
ができ、受け入れを促進します。

050260
日本語学校の
設置基準の緩
和

－ － Ｅ －
当該審査基準は日本語教育振興協会が作成しているも
のであり，国として措置することは困難である。

日本語教育振興協会が当該基準を緩和す
る場合は法務大臣の承認が必要なのでは
ないか。国としての審査基準の要件を明ら
かにすべきではないか。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置を講じるために
必要な法的根拠が存在しないことは重々承知しております。しかし、貴
省が日本語教育振興協会へ所轄官庁として実質的に強い影響力を有
していることに着目し、再提案したのであります。それに対する貴省の
対応は僭越ながら全くもって非協力的であり、構造改革特別区域法の
主旨と相反する印象を拭えません。法的な規制はありませんが、事実
上の規制で貴省の意向に沿った基準が制定されていることは否めま
せん。もっと真摯な態度で対応することも可能なはずです。もし、弊社
の指摘に何らかの誤解があるのであればその証拠を示していただくよ
うお願いします。

Ｅ －

法務省としては，日本語教育機関としての
適正性の確保の観点から，授業時間数等
の緩和を図るべきではないと考えている
が，日本語教育振興協会の審査基準の変
更の検討にあたっては，日本語教育機関と
しての適正性の確保及び日本語教育の質
の確保の判断が必要であることから，文部
科学省と協議の上判断することとなると思
われる。
なお，当該提案の内容について日本語教
育振興協会に対し情報提供することとす
る。

5150026

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

日本語学校
の設置基準
緩和

「日本語教育施設の運営に関する基準」の第二
条は、「日本語教育施設の修業期間は、１年以
上とする。ただし、必要に応じ、６か月以上と
するものとする。」と規定しています。この最
低修業期間を緩和することを提案します。

日本語学校において短期カリキュラムを組むこと
が可能となります。これにより、外国人の学習機
会を増やすことができ、受け入れを促進します。

050260
日本語学校の
設置基準の緩
和

－ － Ｅ －
当該審査基準は日本語教育振興協会が作成しているも
のであり，国として措置することは困難である。

日本語教育振興協会が当該基準を緩和す
る場合は法務大臣の承認が必要なのでは
ないか。国としての審査基準の要件を明ら
かにすべきではないか。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置を講じるために
必要な法的根拠が存在しないことは重々承知しております。しかし、貴
省が日本語教育振興協会へ所轄官庁として実質的に強い影響力を有
していることに着目し、再提案したのであります。それに対する貴省の
対応は僭越ながら全くもって非協力的であり、構造改革特別区域法の
主旨と相反する印象を拭えません。法的な規制はありませんが、事実
上の規制で貴省の意向に沿った基準が制定されていることは否めま
せん。もっと真摯な態度で対応することも可能なはずです。もし、弊社
の指摘に何らかの誤解があるのであればその証拠を示していただくよ
うお願いします。

Ｅ －

法務省としては，日本語教育機関としての
適正性の確保の観点から，授業時間数等
の緩和を図るべきではないと考えている
が，日本語教育振興協会の審査基準の変
更の検討にあたっては，日本語教育機関と
しての適正性の確保及び日本語教育の質
の確保の判断が必要であることから，文部
科学省と協議の上判断することとなると思
われる。
なお，当該提案の内容について日本語教
育振興協会に対し情報提供することとす
る。

3063040

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

日本語
学校の
設置基
準を緩和
する特区

日本語学
校の設置
基準を緩
和する特
区

「日本語教育施設の運営に関する基
準」第四条は、「日本語教育施設の
授業時数は、１年にわたり760時間
以上で、かつ、１週間当たり20時間
以上とするものとする。」と規定し
ています。この最低授業時数を修業
期間の緩和と整合するように改める
ことを提案します。

日本語学校において短期カリキュラム
を組むことが可能となります。これに
より、外国人の学習機会を増やすこと
ができ、受け入れを促進します。

050260
日本語学校の
設置基準の緩
和

－ － Ｅ －
当該審査基準は日本語教育振興協会が作成しているも
のであり，国として措置することは困難である。

日本語教育振興協会が当該基準を緩和す
る場合は法務大臣の承認が必要なのでは
ないか。国としての審査基準の要件を明ら
かにすべきではないか。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい

弊社は、当該審査基準に対して貴省が何らかの措置を講じるために
必要な法的根拠が存在しないことは重々承知しております。しかし、貴
省が日本語教育振興協会へ所轄官庁として実質的に強い影響力を有
していることに着目し、再提案したのであります。それに対する貴省の
対応は僭越ながら全くもって非協力的であり、構造改革特別区域法の
主旨と相反する印象を拭えません。法的な規制はありませんが、事実
上の規制で貴省の意向に沿った基準が制定されていることは否めま
せん。もっと真摯な態度で対応することも可能なはずです。もし、弊社
の指摘に何らかの誤解があるのであればその証拠を示していただくよ
うお願いします。

Ｅ －

法務省としては，日本語教育機関としての
適正性の確保の観点から，授業時間数等
の緩和を図るべきではないと考えている
が，日本語教育振興協会の審査基準の変
更の検討にあたっては，日本語教育機関と
しての適正性の確保及び日本語教育の質
の確保の判断が必要であることから，文部
科学省と協議の上判断することとなると思
われる。
なお，当該提案の内容について日本語教
育振興協会に対し情報提供することとす
る。

5150027

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

日本語学校
の設置基準
緩和

「日本語教育施設の運営に関する基準」第四条
は、「日本語教育施設の授業時数は、１年にわ
たり760時間以上で、かつ、１週間当たり20時間
以上とするものとする。」と規定しています。
この最低授業時数を修業期間の緩和と整合する
ように改めることを提案します。

日本語学校において短期カリキュラムを組むこと
が可能となります。これにより、外国人の学習機
会を増やすことができ、受け入れを促進します。

050270

「大会社」にお
ける常勤監査
役必置義務の
特例

株式会社
の監査等
の特例に
関する法
律第１８条
第２項

大会社は、常勤の監
査役を定めなければ
ならない。

Ｃ Ⅰ

大会社に常勤監査役の設置義務が課されているのは、
大会社の監査役の仕事量は常勤者を必要とするとの認
識に基づくものであるから、一地域に限って特例を設け
ることはできない。なお、現在作業中の会社法制の現代
化（平成１７年国会提出予定）において、株式会社の機
関の在り方について、いわゆる閉鎖会社における簡素・
合理化も含めて検討中である。

提案の内容についても会社法制の現代化
において検討の対象となっているのか確認
されたい。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

「大会社の監査役の仕事量は常勤者を必要とするとの
認識に基づくもの」とあるが、当該第三セクターについ
ては、不動産の所有と管理を主とした株式会社である
ことから、資本金は５億円を超えるものの、従業員数、
事業内容等が少なく、「中小企業基本法」における中
小企業なみであり、実態的には「監査役の仕事量は常
勤者を必要とするほどではない」と考えている。
つまり、資本金要件に該当するということだけで、大会
社と同等の監査の実施を要求するという現行制度が、
当該第三セクターについては実態に即していないと思
われることから要件の緩和について提案したものであ
るので、こういった視点に立った上で、常勤監査役１名
以上置かなければならない理由を明確にし、回答され
たい。

また、会社法制の現代化に関す
る要綱試案では、「会計監査人を
置く場合、常勤監査役不要とする
ことについては、なお検討する」と
の旨が記されているが、当該提
案内容が平成１７年度中に実現
される方向で検討されていると解
してよいか。

C Ⅰ

株式会社のうち，一定の資本金基準・負債基準に
該当する大会社については，類型的に会社関係者
への影響が大きくなることにかんがみ，それにふさ
わしい機関設計が要求されている。本来，公開的
な会社にふさわしい制度である株式会社という会
社類型が選択される以上，そのように扱われるべ
きことがコーポレート・ガバナンスの観点から適切
であるためであって，個別の事情を勘案してその
類型から外すという取扱いをすることは困難であ
る。
なお，現行の会社法制においても，株式会社よりも
閉鎖的な会社を想定した会社類型として，有限会
社制度が設けられており，同制度については，株
式会社のような機関設計は要求されていない（株
式会社からの組織変更も可能である）。
また，会社法制の現代化については，平成１７年
の法案提出を目途として作業を進めているところ
であるが，いわゆる閉鎖的な株式会社における機
関設計の簡素化（一定の場合に常勤監査役の設
置を不要とすることも含む）についても検討対象と
されている。

1092010 尼崎市

監査制
度規制
緩和特
区

「大会社」
における
常勤監査
役必置義
務の特例

資本金５億円以上又は負債が２００億円
以上の株式会社（大会社）においては、
常勤の監査役を１名以上置くことが義務
づけられている。
この常勤監査役必置義務を、従業員
数、売上高が小規模な大会社である第
３セクター（例：従業員数２０人未満かつ
売上高１０億円未満）においては、適用
しないこととする。

常勤監査役必置義務を適用除外とするこ
とにより、当該大会社の組織のスリム化、
経営の効率化が促進されるほか、その費
用・労力を新規事業等に展開していくこと
が可能となる。

050280

「大会社」にお
ける監査役３
名以上必置義
務の特例

株式会社
の監査等
の特例に
関する法
律第１８条
第1項

大会社にあっては、
監査役は３人以上で
なければならない。

Ｃ Ⅰ

大会社の監査役の員数が３人以上とされているのは、
大会社の監査を行うためには３人以上の監査役が必要
であるとの認識に基づくものであるから、一地域に限っ
て特例を設けることはできない。なお、現在作業中の会
社法制の現代化（平成１７年国会提出予定）において、
株式会社の機関の在り方について、いわゆる閉鎖会社
における簡素・合理化も含めて検討中である。

提案の内容についても会社法制の現代化
において検討の対象となっているのか確認
されたい。
併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再
度検討し回答されたい。

「大会社の監査を行うためには３人以上の監査役が必
要であるとの認識に基づくもの」とあるが、当該第三セ
クターについては、不動産の所有と管理を主とした株
式会社であることから、資本金は５億円を超えるもの
の、従業員数、事業内容等が少なく、「中小企業基本
法」における中小企業なみであり、実態的には「仕事量
は３人以上の監査役を必要とするほどではない」と考
えているが、こういった視点に立った上で、監査役３名
以上置かなければならない理由を明確にし、回答され
たい。
また、会社法制の現代化に関する要綱試案では、「会
計監査人を置く場合、監査役の員数は１名以上で足り
るとすることについては、なお検討する」との旨が記さ
れているが、当該提案内容が平成１７年度中に実現さ
れる方向で検討されていると解してよいか。

C Ⅰ

株式会社のうち，一定の資本金基準・負債基準に
該当する大会社については，類型的に会社関係者
への影響が大きくなることにかんがみ，それにふさ
わしい機関設計が要求されている。本来，公開的
な会社にふさわしい制度である株式会社という会
社類型が選択される以上，そのように扱われるべ
きことがコーポレート・ガバナンスの観点から適切
であるためであって，個別の事情を勘案してその
類型から外すという取扱いをすることは困難であ
る。
なお，現行の会社法制においても，株式会社よりも
閉鎖的な会社を想定した会社類型として，有限会
社制度が設けられており，同制度については，株
式会社のような機関設計は要求されていない（株
式会社からの組織変更も可能である）。
また，会社法制の現代化については，平成１７年
の法案提出を目途として作業を進めているところ
であるが，いわゆる閉鎖的な株式会社における機
関設計の簡素化（一定の場合に常勤監査役の設
置を不要とすることも含む）についても検討対象と
されている。

1092020 尼崎市

監査制
度規制
緩和特
区

「大会社」
における
監査役３
名以上必
置義務の
特例

資本金５億円以上又は負債が２００億円
以上の株式会社（大会社）においては、
監査役は３名以上かつ、その半数は社
外監査役であることが義務づけられて
いる。
この監査役３名以上必置義務を、従業
員数、売上高が小規模な大会社の第３
セクター（例：従業員数２０人未満かつ売
上高１０億円未満）においては、「中会
社」と同様の１名以上に緩和することと
する。

監査役を１名以上とすることにより、当該
大会社の組織のスリム化、経営の効率化
が促進されるほか、その費用・労力を新規
事業等に展開していくことが可能となる。
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法務省

管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050290

土地区画整理
事業施行区域
内における図
上分筆登記申
請の容認

不動産登
記法第４９
条第１０
号，同第８
１条ノ２，不
動産登記
事務取扱
手続準則
第１２３条

従前地の所在，位置
を現地において特定
できない場合は，分
筆登記は受理できな
い。

Ｃ Ⅰ

分筆登記には，分筆前の土地を図示し，分割線，求積
及びその方法を明らかにした土地の地積の測量図を添
付しなければならないが，地積測量図は，実際に現地を
調査・測量した結果に基づいてのみ作製されるものであ
る。
よって，たとえ区画整理の事業区域内であっても現地の
調査・測量を行わないで分筆登記を認めるとするなら
ば，地図上の土地の位置と現地のそれが相違する，い
わゆる地図混乱を招くこととなり，その結果，土地の権
利関係が不確定となって土地取引や権利の保全を阻害
し，ひいては登記所備付け図面等や表示登記制度に対
する国民の信頼を失いかねない事態を生じる。
したがって，図上での分筆登記申請は，受理できない。

提案は、完了前の土地区画整理事業の仮換地の
土地において、分筆登記ができず、共有持分登記
によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取
引が停滞することを問題とするものであり、この趣
旨を踏まえて、図上での分筆登記ができないか、
再度検討し、回答されたい。
また、貴省回答では「現地の調査測量を行わない
で分筆登記を認めるとするならば、地図上の土地
の位置と現地のそれが相違する、
いわゆる地図混乱を招くこととなる」とあるが、従前
地の登記に図上分筆したとしても、
①事業期間中は、すでに現地に存在しない従前地
の登記が有効となっていること
②事業完了時に現地の調査測量に基づき登記を
行うこととなるため、地図混乱が生じることはない
こと
③上記の問題が解消される一方、何ら実害が生じ
るとは考えられないこと
から、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。

B Ⅳ

　土地区画整理事業により仮換地指定を
受けている従前地の分筆登記について，
当該事業施行者が工事着手前に測量を実
施し，現地を復元することができる図面（実
測図）を作成し，保管している場合であっ
て，これに基づいて作成された地積測量図
を添付したときは，当該登記申請を受理す
るものとする。

貴省の回答にある「現地を復元することがで
きる図面（実測図）」は土地区画整理事業の
実施上、施行者が作成する図面であり、これ
によって提案者の要望は実現すると解してよ
いか確認されたい。また、措置の実施の時期
を明らかにされたい。

B Ⅳ

土地区画整理事業において，工事着工前に
測量を実施して作成された実測図を想定して
おり，土地区画整理事業の施行者は，このよ
うな図面を作成するものと理解している。
平成１５年度末までに実施の予定である。

1002010 桶川市

土地区
画整理
事業施
行地区
内におけ
る現地を
調査測
量した結
果に基
づかない
土地の
分筆の
特例

土地区画
整理事業
施行地区
内におけ
る現地を
調査測量
した結果
に基づか
ない土地
の分筆の
特例

不動産登記法第９０条で「土地又ハ其一部ガ
河川法ノ適用又ハ準用セラルル河川ノ河川区
域内ノモノト為リタルトキハ河川管理者ハ遅滞
ナク其旨ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ要ス・・・」とあ
り、全部事項証明書の表題部「原因及びその
日付欄」に区域内であることが記載されてい
る。そのことを準用して、今回の特例措置の適
用範囲を明確にするため、「区画整理法第８３
条の届出により区画整理施行地区とされた土
地については遅滞なくその旨の登記を嘱託す
ることを要す。」とし、第９０条と同様に全部事
項証明書の表題部「原因及びその日付欄」に
施行地区名の記載を行った上で、その記載が
されている土地については図上での分筆を認
めることができることとする。

区画整理事業が進捗するにしたがって仮換地指
定された大規模画地の細分化が多数見受けら
れ、分筆登記ができないことに対するデメリットが
大きい。例として相続税の物納や金融機関の融
資等、分筆登記ができないために登記簿上共有
となっているにもかかわらず、それぞれが原則で
事務の運用をすると先へ進めない案件が多い。
また、登録免許税の適正課税、換地処分後にお
ける分筆登記の集中を避ける等、不動産登記法
を扱う者にとっても大きなプラスになると考えられ
る。そこで特例を活用して、分筆登記の簡素化を
図ることにより、多方面にわたり大きな効果を得ら
れると考え、現況が消滅している場合では図上で
の分筆を認めることを目的とする。

050290

土地区画整理
事業施行区域
内における図
上分筆登記申
請の容認

不動産登
記法第４９
条第１０
号，同第８
１条ノ２，不
動産登記
事務取扱
手続準則
第１２３条

従前地の所在，位置
を現地において特定
できない場合は，分
筆登記は受理できな
い。

Ｃ Ⅰ

分筆登記には，分筆前の土地を図示し，分割線，求積
及びその方法を明らかにした土地の地積の測量図を添
付しなければならないが，地積測量図は，実際に現地を
調査・測量した結果に基づいてのみ作製されるものであ
る。
よって，たとえ区画整理の事業区域内であっても現地の
調査・測量を行わないで分筆登記を認めるとするなら
ば，地図上の土地の位置と現地のそれが相違する，い
わゆる地図混乱を招くこととなり，その結果，土地の権
利関係が不確定となって土地取引や権利の保全を阻害
し，ひいては登記所備付け図面等や表示登記制度に対
する国民の信頼を失いかねない事態を生じる。
したがって，図上での分筆登記申請は，受理できない。

提案は、完了前の土地区画整理事業の仮換地の
土地において、分筆登記ができず、共有持分登記
によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取
引が停滞することを問題とするものであり、この趣
旨を踏まえて、図上での分筆登記ができないか、
再度検討し、回答されたい。
また、貴省回答では「現地の調査測量を行わない
で分筆登記を認めるとするならば、地図上の土地
の位置と現地のそれが相違する、
いわゆる地図混乱を招くこととなる」とあるが、従前
地の登記に図上分筆したとしても、
①事業期間中は、すでに現地に存在しない従前地
の登記が有効となっていること
②事業完了時に現地の調査測量に基づき登記を
行うこととなるため、地図混乱が生じることはない
こと
③上記の問題が解消される一方、何ら実害が生じ
るとは考えられないこと
から、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。

B Ⅳ

　土地区画整理事業により仮換地指定を
受けている従前地の分筆登記について，
当該事業施行者が工事着手前に測量を実
施し，現地を復元することができる図面（実
測図）を作成し，保管している場合であっ
て，これに基づいて作成された地積測量図
を添付したときは，当該登記申請を受理す
るものとする。

貴省の回答にある「現地を復元することがで
きる図面（実測図）」は提案者のいうところの
「底地証明に使用している「公図調整図」」で
あり、これによって提案者の要望は実現する
と解してよいか確認されたい。また、措置の
実施の時期を明らかにされたい。

B Ⅳ

土地区画整理事業において，工事着工前に
測量を実施して作成された実測図を想定して
おり，土地区画整理事業の施行者は，このよ
うな図面を作成するものと理解している。
平成１５年度末までに実施の予定である。

1026010 前橋市

土地区
画整理
事業施
行区域
内の図
上分筆
特区

土地区画
整理事業
施行区域
内におけ
る図上分
筆登記申
請の容認

土地区画整理事業区域内における分筆は、事
業を始める時に区域を決定し測量を行い、土
地所有者より一定の申し出期間を設け仮換地
指定を受ける従前地を確定している。しかし、
事業が進捗する中で分筆を必要とする権利の
異動が発生する場合、既に従前の土地の形状
は失われ現地の確認が不可能となることが多
いため、法務局の公図或いは区画整理事業の
現況測量図を用いて、登記申請に必要な地積
測量図とし「図上分筆登記申請」を作成する、
登記官による現地確認の省略を求め、分筆登
記を可能にするものである。

土地区画整理事業施行区域内における
分筆登記を可能にすることで、地番の確
定とともに所有権等の権利関係を明確に
できるようになるため、相続や売買等がス
ムーズとなり、区画整理事業の目的であ
る宅地の利用増進が図られることになる。
また、換地処分後においても、面倒な共有
者の持分移転登記の必要が無くなる。

050290

土地区画整理
事業施行区域
内における図
上分筆登記申
請の容認

不動産登
記法第４９
条第１０
号，同第８
１条ノ２，不
動産登記
事務取扱
手続準則
第１２３条

従前地の所在，位置
を現地において特定
できない場合は，分
筆登記は受理できな
い。

Ｃ Ⅰ

分筆登記には，分筆前の土地を図示し，分割線，求積
及びその方法を明らかにした土地の地積の測量図を添
付しなければならないが，地積測量図は，実際に現地を
調査・測量した結果に基づいてのみ作製されるものであ
る。
よって，たとえ区画整理の事業区域内であっても現地の
調査・測量を行わないで分筆登記を認めるとするなら
ば，地図上の土地の位置と現地のそれが相違する，い
わゆる地図混乱を招くこととなり，その結果，土地の権
利関係が不確定となって土地取引や権利の保全を阻害
し，ひいては登記所備付け図面等や表示登記制度に対
する国民の信頼を失いかねない事態を生じる。
したがって，図上での分筆登記申請は，受理できない。

提案は、完了前の土地区画整理事業の仮換地の
土地において、分筆登記ができず、共有持分登記
によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取
引が停滞することを問題とするものであり、この趣
旨を踏まえて、図上での分筆登記ができないか、
再度検討し、回答されたい。
また、貴省回答では「現地の調査測量を行わない
で分筆登記を認めるとするならば、地図上の土地
の位置と現地のそれが相違する、
いわゆる地図混乱を招くこととなる」とあるが、従前
地の登記に図上分筆したとしても、
①事業期間中は、すでに現地に存在しない従前地
の登記が有効となっていること
②事業完了時に現地の調査測量に基づき登記を
行うこととなるため、地図混乱が生じることはない
こと
③上記の問題が解消される一方、何ら実害が生じ
るとは考えられないこと
から、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい

土地区画整理事業は、土地の形質変更によって土地
の有効利用の促進や地区内の住環境の整備を図るも
のであり、仮換地指定及び使用収益開始によって従前
地が仮換地に移行するが、法律上は換地処分の公示
日の翌日に従前地が換地に移行することとなってい
る。使用収益開始時の土地の移行と法律上の土地の
移行の間に行われる土地取引により発生する問題を
解消するために特区構想を提案しているものであり、
土地が分譲譲渡・利用がなされているのにもかかわら
ず、権利関係は、共有持分登記ということから発生す
る金融機関による土地評価の低下や、融資の手控え、
融資先の倒産等による不良債権化、土地取引の停滞
等の問題を解決するものとして、従前の土地を分筆し
て共有持分登記を解消し、経済的な不利益をなくすと
共に、経済全体が活性化することであることを十分に
ご理解いただきたい。現在、土地区画整理事業施行地
域内において、共有持分登記であるために金融機関
の融資が受けられなかったり、物納ができないなどの
問題が発生している。

B Ⅳ

　土地区画整理事業により仮換地指定を
受けている従前地の分筆登記について，
当該事業施行者が工事着手前に測量を実
施し，現地を復元することができる図面（実
測図）を作成し，保管している場合であっ
て，これに基づいて作成された地積測量図
を添付したときは，当該登記申請を受理す
るものとする。

貴省の回答にある「現地を復元することがで
きる図面（実測図）」は提案者のいうところの
「土地区画整理事業施行者が、土地区画整
理事業における土地評価のために作成した
公図調整図（現況測量図に公図を重ね合わ
せたもの）」であり、これによって提案者の要
望は実現すると解してよいか確認されたい。
また、措置の実施の時期を明らかにされた
い。

B Ⅳ

土地区画整理事業において，工事着工前に
測量を実施して作成された実測図を想定して
おり，土地区画整理事業の施行者は，このよ
うな図面を作成するものと理解している。
平成１５年度末までに実施の予定である。

1027010
鳩ヶ谷
市

土地区
画整理
事業に
おける従
前形態
のない土
地の分
合筆の
特例

土地区画
整理事業
における
従前形態
のない土
地の分合
筆の特例

事業施行中は、仮換地指定に基づき従前の土地と
位置、形状、面積が変わり建物移転、道路築造等
の施行により、従前の土地の現況が消失し、従前
の形態が不確定となるが、これは事業の性格上当
初から予定されてるものであり、換地処分により確
実に換地が従前地とみなされ法務局の登記簿、公
図は、将来的に確実に書き換えられる事を前提とし
て土地利用・取引が行われているのが現実である。
このような社会経済の現実に鑑みれば事業施行者
が、作成した公図調整図により従前の形態の無い
土地を分合筆しても地図混乱を招くことはありえな
い。むしろ現実の土地取引・利用を考慮せずに分合
筆を認めない事は、金融機関の融資の手控えや不
良債権化まねくことになり、個人の資産の損害を与
える事となりかねない。また、優れた市街地整備の
手法である土地区画整理事業の効果を減少をさせ
るものとなってしまう。

土地の分合筆
土地区画整理事業施行地域内において、
道路築造工事、造成工事、物件の移転等
により、従前地の現状が消滅した土地を、
土地区画整理事業施行者が、土地区画
整理事業における土地評価のために作成
した公図調整図（現況測量図に公図を重
ね合わせたもの）により従前地の分合筆
を行う。ただし、土地区画整理事業施行者
が、必要と認めた場合に限るものとする。

050290

土地区画整理
事業施行区域
内における図
上分筆登記申
請の容認

不動産登
記法第４９
条第１０
号，同第８
１条ノ２，不
動産登記
事務取扱
手続準則
第１２３条

従前地の所在，位置
を現地において特定
できない場合は，分
筆登記は受理できな
い。

Ｃ Ⅰ

分筆登記には，分筆前の土地を図示し，分割線，求積
及びその方法を明らかにした土地の地積の測量図を添
付しなければならないが，地積測量図は，実際に現地を
調査・測量した結果に基づいてのみ作製されるものであ
る。
よって，たとえ区画整理の事業区域内であっても現地の
調査・測量を行わないで分筆登記を認めるとするなら
ば，地図上の土地の位置と現地のそれが相違する，い
わゆる地図混乱を招くこととなり，その結果，土地の権
利関係が不確定となって土地取引や権利の保全を阻害
し，ひいては登記所備付け図面等や表示登記制度に対
する国民の信頼を失いかねない事態を生じる。
したがって，図上での分筆登記申請は，受理できない。

提案は、完了前の土地区画整理事業の仮換地の
土地において、分筆登記ができず、共有持分登記
によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取
引が停滞することを問題とするものであり、この趣
旨を踏まえて、図上での分筆登記ができないか、
再度検討し、回答されたい。
また、貴省回答では「現地の調査測量を行わない
で分筆登記を認めるとするならば、地図上の土地
の位置と現地のそれが相違する、
いわゆる地図混乱を招くこととなる」とあるが、従前
地の登記に図上分筆したとしても、
①事業期間中は、すでに現地に存在しない従前地
の登記が有効となっていること
②事業完了時に現地の調査測量に基づき登記を
行うこととなるため、地図混乱が生じることはない
こと
③上記の問題が解消される一方、何ら実害が生じ
るとは考えられないこと
から、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。併せて、右の提案主体の意見も踏まえ、再度
検討し回答されたい

　土地区画整理事業は公共施設の整備改善と宅地の形質の変更により宅地
の利用増進、住環境等の整備改善を図るものであり、仮換地指定・使用収益
の開始により実態として従前の土地が仮換地に移行するが、法律上は換地処
分の公告の翌日に従前の土地が換地に移行することとなっている。　この、実
態としての土地の移行と法律上の土地の移行の間に行われる土地取引によ
り発生する問題を解消するために特区構想の提案を行っているのであり、実
態として土地が分割譲渡・利用されているにも拘わらず、権利関係は共有持
分登記ということから発生する金融機関による土地評価の低下、融資の手控
え、融資先の倒産等による不良債権化、土地取引の停滞等の問題を解決す
るものとして、従前の土地を分筆して共有持分登記をなくし、個々人の経済的
不利益をなくすとともに経済全体の活性化に繋げようとするものであることを
十分にご理解願いたい。　現在、土地区画整理事業施行中の地区において、
共有持分登記であるがために融資が受けられなかったり、土地建物を処分で
きないなどの問題が発生しているとともに、事業施行後の地区においては、事
業完了後１０年を過ぎても共有分割登記ができない事例が現実に発生してい
ることを付け加えておく。
　図上分筆を認めると、地図上の土地の位置と現地のそれが相違し地図混乱
を招くとのことであるが、土地区画整理事業はその性格上、仮換地が指定され
使用収益が開始されると従前の土地の形態は失われ、現実の土地と登記所
備え付けの地図とが相違するのを前提としている。　土地区画整理事業施行
地区内の土地は、仮換地指定・使用収益の開始により実態として仮換地に移
行するものであり、現地において従前の土地の位置、形状等が確認できなくな
ることは当然の結果である。　国土調査法による国土調査（地籍調査）の行わ
れていない土地区画整理事業地区内においては、唯一現況を測量し登記所
備え付けの地図の精度の悪さを補い、地図と現地における土地の位置関係を
明確にできるものは事業施行者の作成した「公図調整図」だけであり、地区全
体の面積等を明確にできるものも事業施行者の実施した測量の成果のみで
ある。
　土地区画整理事業施行地区内では、権利関係は従前の土地で行われるが
土地取引についてはあくまでも仮換地に着目して行われるのが実態である。

誰も形態の無くなった従前の土地に着目し
た取引は行わず、相続税、固定資産税等
の税金についても仮換地を基準に算定さ
れる。　しかし、現実の取引対象となってい
る土地が分割されているにも拘わらず、権
利を保全するための登記が共有持分であ
ることは、所有権、抵当権等が現実にどの
部分に係る物なのかを書類（登記簿、公
図、仮換地指定通知、仮換地図）から確定
することができず、権利が不明確となり、か
えって土地取引を阻害することとなってい
る。　従前の形態のない土地について図上
分筆により分割することにより、共有持分
登記が無くなり、登記簿、仮換地指定通
知、仮換地図から現実の土地が確定でき
ることとなる。　なお、従前の土地にかかる
地図については、現実の土地取引の中で
は参考として取扱われるのが現実である。
　土地区画整理事業は重要な個人の財産
である土地の形質に変更を加えるものであ
り、事業により建物の移転が行われ、新た
に道路が築造されなど、仮換地による土地
利用が行われ、従前の土地の形態が失わ
れれば中止することのできない性格の事業
である

B Ⅳ

　土地区画整理事業により仮換地指定を
受けている従前地の分筆登記について，
当該事業施行者が工事着手前に測量を実
施し，現地を復元することができる図面（実
測図）を作成し，保管している場合であっ
て，これに基づいて作成された地積測量図
を添付したときは，当該登記申請を受理す
るものとする。

貴省の回答にある「現地を復元することがで
きる図面（実測図）」は提案者のいうところの
「土地区画整理事業施行者が、土地区画整
理事業における土地評価のために作成した
公図調整図（現況測量図に公図を重ね合わ
せたもの）」であり、これによって提案者の要
望は実現すると解してよいか確認されたい。
また、措置の実施の時期を明らかにされた
い。

B Ⅳ

土地区画整理事業において，工事着工前に
測量を実施して作成された実測図を想定して
おり，土地区画整理事業の施行者は，このよ
うな図面を作成するものと理解している。
平成１５年度末までに実施の予定である。

1035010 川口市

土地区
画整理
事業施
行地区
内におけ
る従前の
形態の
ない土地
の分合
筆の特
例

土地区画
整理事業
施行地区
内におけ
る従前の
形態のな
い土地の
分合筆の
特例

土地区画整理事業施行中は、仮換地指定に基づき従前
の土地と位置、形状、面積が変わり、建物移転、街路築
造工事等の施工により、従前の土地の現況が消失し、従
前の形態が不確定となるが、これは事業の性格上当初
から予定されているものであり、換地処分により確実に換
地が従前の土地とみなされ、法務局の登記簿、公図は、
将来的に確実に書き換えられるることを前提に土地利
用、土地取引が行われているの現実である。このような
社会経済の現実に鑑みれば、土地区画整理事業施行者
が作成した公図調整図により従前の形態の無い土地を
分合筆しても、地図混乱を招くこともなく国民の信頼を失
うような事態はとうてい考えられない。むしろ現実の土地
利用・取引を考慮せずに、従前地の分合筆を認めないこ
とは、金融機関による融資の手控え、融資した資金の不
良債権化を招くものとなり、個人の財産に損害を与えるこ
ととなりかねない。また、優れた市街地整備の手法である
土地区画整理事業の効果を減少させるものといえる。

土地の分合筆
土地区画整理事業施行地区内において、
街路築造工事、造成工事、建物移転等に
より従前地の現況が消滅した土地を、土
地区画整理事業施行者が、土地区画整
理事業における土地評価のために作成し
た公図調整図(現況測量図に公図を重ね
合わしたもの)により従前地の分合筆を行
う。
ただし、事業施行者が必要と認めた場合
に限る。

050290

土地区画整理
事業施行区域
内における図
上分筆登記申
請の容認

不動産登
記法第４９
条第１０
号，同第８
１条ノ２，不
動産登記
事務取扱
手続準則
第１２３条

従前地の所在，位置
を現地において特定
できない場合は，分
筆登記は受理できな
い。

Ｃ Ⅰ

分筆登記には，分筆前の土地を図示し，分割線，求積
及びその方法を明らかにした土地の地積の測量図を添
付しなければならないが，地積測量図は，実際に現地を
調査・測量した結果に基づいてのみ作製されるものであ
る。
よって，たとえ区画整理の事業区域内であっても現地の
調査・測量を行わないで分筆登記を認めるとするなら
ば，地図上の土地の位置と現地のそれが相違する，い
わゆる地図混乱を招くこととなり，その結果，土地の権
利関係が不確定となって土地取引や権利の保全を阻害
し，ひいては登記所備付け図面等や表示登記制度に対
する国民の信頼を失いかねない事態を生じる。
したがって，図上での分筆登記申請は，受理できない。

提案は、完了前の土地区画整理事業の仮換地の
土地において、分筆登記ができず、共有持分登記
によることとなるために、銀行融資に際して担保性
が劣後し、融資の手控えが発生するなど、土地取
引が停滞することを問題とするものであり、この趣
旨を踏まえて、図上での分筆登記ができないか、
再度検討し、回答されたい。
また、貴省回答では「現地の調査測量を行わない
で分筆登記を認めるとするならば、地図上の土地
の位置と現地のそれが相違する、
いわゆる地図混乱を招くこととなる」とあるが、従前
地の登記に図上分筆したとしても、
①事業期間中は、すでに現地に存在しない従前地
の登記が有効となっていること
②事業完了時に現地の調査測量に基づき登記を
行うこととなるため、地図混乱が生じることはない
こと
③上記の問題が解消される一方、何ら実害が生じ
るとは考えられないこと
から、提案が実現できないか、検討し、回答された
い。

B Ⅳ

　土地区画整理事業により仮換地指定を
受けている従前地の分筆登記について，
当該事業施行者が工事着手前に測量を実
施し，現地を復元することができる図面（実
測図）を作成し，保管している場合であっ
て，これに基づいて作成された地積測量図
を添付したときは，当該登記申請を受理す
るものとする。

貴省の回答にある「現地を復元することがで
きる図面（実測図）」は提案者のいうところの
「土地区画整理事業者が作成した公図調整
図（現況測量図に公図を重ね合わせたも
の）」であり、これによって提案者の要望は実
現すると解してよいか確認されたい。また、措
置の実施の時期を明らかにされたい。

B Ⅳ

土地区画整理事業において，工事着工前に
測量を実施して作成された実測図を想定して
おり，土地区画整理事業の施行者は，このよ
うな図面を作成するものと理解している。
平成１５年度末までに実施の予定である。

3084010 個人

土地区
画整理
事業地
区内に
おいて、
事業施
行に伴
い現況
がなく
なった土
地の分
合筆の
特例

土地区画
整理事業
地区内に
おいて、事
業施行に
伴い現況
がなくなっ
た土地の
分合筆の
特例

土地区画整理事業施行に伴う仮換地指定に基
づき従前の土地と位置、形状、面積が変わり、
道路の築造工事、建物移転等により、土地の
現況が消失し、従前の形態が不確定となり、従
前の座標、形態は必要なくなる。この時点から
仮換地に着目しての土地の利用、売買が行わ
れ、従前地は有名無実とならざるを得なくなる。
これは事業の性格上当初から予定されている
ものであり、換地処分により確実に換地が従前
の土地とみなされ、法務局の登記簿、公図は、
将来的に確実に書き換えられることを前提に土
地利用、土地取引が行われている。事業施行
期間が長く、共有地の場合、金融機関の融資
が受けられなかったり、相続における物納物件
の分筆ができないための問題等、さまざまな弊
害があることから特例をお願いしたい。

土地の分合筆
土地区画整理事業施行中において道路
築造工事、造成工事、建物移転等により
従前地の現況が消滅した土地を、土地区
画整理事業者が作成した公図調整図（現
況測量図に公図を重ね合わせたもの）に
基づく分合筆。
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法務省

管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050300

共同住宅にお
ける共用部分
の変更の円滑
化

建物の区
分所有等
に関する法
律第１７条
第１項

共用部分の変更は，
その形状又は効用の
著しい変更を伴うもの
に限り，区分所有者
及び議決権の各４分
の３以上の多数によ
る集会の決議で決す
るものとされている。

Ｃ Ⅰ

①建物の共用部分は，区分所有者全員の共有に属して
おり（区分所有法第１１条第１項本文），本要望のよう
に，特定の区分所有者が管理組合に届け出れば，共用
部分の変更を，集会の決議なく，すなわち，当該共用部
分の共有持分を有する他の区分所有者の意思にかか
わらず実施し得るとすることは，他の区分所有者の所有
権（共有持分権）の保障の点から相当ではない。②特
に，本要望が例示している各専有部分（各住戸）間の境
界壁，床スラブ（鉄筋コンクリートの床面）は，建物の重
要な躯体部分であり，当該部分への加工行為は建物の
強度・耐震性，遮音性等に影響を与える，区分所有者全
体の重大な利害にかかわる事項であって，区分所有者
の特別多数による集会の決議なく，特定の区分所有者
の意思により，当該変更行為を行い得るとすることは相
当ではない。以上より，本要望は，特区においても，実
現することはできないと考える。

予め構造躯体に影響を与えない部位として
設計されていれば、共有部分であってもマ
ンション管理規約に３／４以上の賛成を得
なくてもよいことを予め定めればよいので
はないか。併せて、右の提案主体の意見も
踏まえ、再度検討し回答されたい。

回答②のうち戸境壁については、すべてがご指摘のよ
うな建物の重要な躯体部分とは言いがたく、建物の強
度、耐震性を有するものではない。また遮音性につい
ては、乾式隣遮音間仕切り壁など技術的な対応が可
能であり、隣接する所有者間の当該部分への加工行
為が建物全体の遮音性能に影響を与えるものではな
く、区分所有者全体の利益を犯すものではないことが
明白である。よって①で言及されている当該共用部分
を所有する他の区分所有者の所有権の保証という観
点から言ってもなんら不合理ではないと考える。

Ｃ Ⅰ

　本要望が例示している各専有部分（各住戸）間の
境界壁，床スラブ（鉄筋コンクリートの床面）は，区
分所有建物の共用部分であり，区分所有者全員
の共有に属している（区分所有法第１１条第１項本
文）。その共用部分である境界壁や床スラブにつ
いて，集会の決議なく，すなわち，当該共用部分の
共有持分を有する他の区分所有者の意思にかか
わらず変更を加えることは，その変更行為自体が
他の区分所有者の所有権（共有持分権）の侵害行
為に該当し，場合によっては不法行為を構成する
おそれのある行為であり，この点からみても，本要
望を特区において実現することはできないと考え
る。
そもそも，本要望がいう，区分所有者のライフスタ
イルの変化に対応するための間取りの変更は，１
つの専有部分内の間取り変更が将来的に可能で
あるように設計，施工することによって対応可能で
あるはずである。
以上より，本要望は，特区においても，実現するこ
とは相当ではないと考える。

3039020
三洋電
機株式
会社

 サンプ
ラッツ大
日『生活
サービス
特区』

共同住宅
における
共用部分
の変更の
円滑化

共同住宅の共用部分のうち特定の部位
（戸境壁、床スラブなどの一部）に限定し
て、あらかじめ設定した一定のルールの
範囲内で集会の決議を得ずに変更する
ことを可能にする。（区分所有法17条の
緩和措置）

分譲マンションの戸境を区画する壁や床
スラブの一部を集会の決議を得ずに構造
上可能な範囲で変更を可能にし、２戸以
上をつなげて利用できる住戸を実現する。

050310

複合型分譲住
宅における店
舗の改修工事
の要件緩和

建物の区
分所有等
に関する法
律第１７条
第１項

共用部分の変更は，
その形状又は効用の
著しい変更を伴うもの
に限り，区分所有者
及び議決権の各４分
の３以上の多数によ
る集会の決議で決す
るものとされている。

Ｅ・
Ｃ
↓
D-1

Ⅰ

区分所有法第１７条第１項は平成１４年に改正され，共用
部分の変更については，共用部分の形状又は効用に著しい
変更を伴うものに限り，区分所有者及び議決権の各４分の
３以上の多数による集会の決議を要するものとされてい
る。そして，このような著しい変更を伴わない共用部分の
変更については，区分所有法第１８条第１項の「共用部分
の管理に関する事項」として，同法第３９条第１項によ
り，区分所有者及び議決権の各過半数で決することが可能
である。本要望にある，共用部分たる店舗等のリニューア
ル改修工事は，その具体的な内容にもよるが，通常は，建
物の基本的構造部分を取り壊すなどの著しい加工を伴うも
のではないことから，共用部分の形状等の著しい変更に当
たらず，現行法の下においても，過半数の決議によって工
事は実施可能である考えられる。仮に，店舗等のリニュー
アル改修工事が建物の基本的構造部分を取り壊すなどの共
用部分の著しい変更を伴う工事である場合には，当該工事
は，建物の強度・耐震性等に影響を与える，区分所有者全
員の利害に重大な影響を及ぼすものであることから，現行
の４分の３以上の特別多数という決議要件を維持すべきで
あり，本要望のように，当該共用部分の変更についての決
議要件を過半数の普通決議に緩和することは相当ではな
い。

5021096

社団
法人
日本
経済
団体
連合
会

複合型分
譲住宅に
おける店
舗の改修
工事の要
件緩和
【新規】

　｢建物の区分所有等に関する法
律」17条１項の決議の必要条件を
(例えば過半数程度まで)緩和すべき
である。

050320
漁港施設等の
民間貸付に係
る規制緩和

民法第６０
４条
借地借家
法第３条・
第４条

行政財産の貸付けは，地
方自治法第２３８条の４第
１項により，原則として，
禁止されている。なお，民
法上の賃貸借契約の存
続期間は，２０年以下とさ
れており，また，借地借家
法上の普通借地契約の
存続期間については，３０
年以上とされている。（普
通借地契約の最初の更
新の場合の存続期間は２
０年以上，それ以降の更
新の場合には１０年以上
とされている。）。したがっ
て，行政財産の貸付けが
許されるとした場合に，そ
の契約が賃貸借の形式
で行われるときには，これ
らの存続期間の範囲内で
契約期間を定めることに
なる。

ー Ⅰ

本要望は，漁港市場の機能強化等を図るため，行政財
産である漁港施設等の民間業者(卸売人，仲買人等）に
対する貸付けについて，行政財産の管理及び処分につ
いて規定した地方自治法第２３８条の４を緩和する特例
措置を求めるものであり，法務省としては，地方自治法
を所管する総務省及び水産行政を所管する水産庁と連
携をとり，両省庁における検討の結果を踏まえて，民法
及び借地借家法を所管する立場から，必要な検討を
行っていく方針である。

1028010
山口
県、下
関市

下関地
区水産
業活性
化特区

漁港施設
等の民間
貸付に係
る規制緩
和

区域内の下関漁港（特定第３種漁港）におい
て、漁港内の市場と一体的・効率的な運営が
行われるべき行政財産（漁港施設、用地）を
「特定漁港施設」と位置づけ、漁港管理者であ
る県が、公共性を担保しつつ、一定の要件に該
当する民間事業者（卸売業者、仲買人等）に対
し、長期間貸し付けることにより、民間事業者
自らの裁量による施設整備や管理運営を促進
し、民間事業者の経営能力を最大限活用す
る。このため、地方自治法第２３８条の４におけ
る民間貸付に係る規制緩和が不可欠である。
なお、貸付期間については、計画に係る事業
実施期間が比較的短期間で終了する場合も含
め、特定漁港施設（行政財産）の貸付の期間を
本事業の期間に準じて設定することができるよ
うにするため、民法第６０４条及び借地借家法
第３条、第４条の規定は適用しないこととする。

区域内の３水産物市場について、漁港市場を「拠
点市場」に、唐戸市場をその「サテライト市場」に
位置づけ、水産物市場におけるセリ機能の集約
化を図る。唐戸市場の観光機能を充実強化する
ことによって、ウオーターフロント一帯の集客力の
増強を図り、併せて南風泊市場においては、フグ
に特化した「専門市場」としてその機能を強化す
る。また仲買人の共通化を図るとともに、量販店
等にも対応できる新規仲買人を参画させ、購買力
の増強を図る。
　この中で、拠点市場となる漁港市場や蓄養水面
を有する南風泊市場の漁港施設、用地を民間事
業者に長期間貸し付け、民間事業者自らにより関
連施設を整備し、効率的な運営を行う。

050330
埋火葬にかか
る戸籍事務準
則の緩和

戸籍法第１
条第１項

死亡届を受理するの
は，戸籍事務管掌者
である市区町村長で
あり，その指揮監督
の下に吏員をしてそ
の処理につき補助さ
せている。

Ｃ Ⅰ

戸籍事務は，市町村長がこれを管掌するとされ（戸籍法
第１条第１項），市町村長の指揮監督の下に吏員をして
その処理につき補助させることができるとされている（地
方自治法第１７２条，１５４条）。戸籍の届出の受理とは，
市町村長が届書類を審査し，適法なものと判断して，受
付を認容する行政処分であるため，これを市町村長以
外のものが行うことは許されない。したがって，死亡届等
の戸籍の届出の受理を吏員が直接行うことの解釈の変
更を求める本件取扱いの実現は困難と考える。

地域再生の推進のためアウトソーシングは
重要であることから、これを踏まえ本提案
が実現できないか。併せて、右の提案主体
の意見も踏まえ、再度検討し回答された
い。

本提案は、内閣府が進める行政サービスの民間委託
を推進し、簡素で効率的な行政運営の展開を実現しよ
うとするものである。
地方自治体においては、厳しい財政状況を受け、様々
な効率性を模索する中で、警備業務の民間委託が増
大している現状を鑑み、提案書の提案理由の欄に記
載してあるとおり、委託を受けるものに対して守秘義務
を課したり、それらを条例で担保するという代替措置を
講ずることとし、貴省が懸念している点についての対応
を行うことを念頭に置いており、提案の趣旨が実現で
きるよう再検討され、その見解及び今後の対応につい
て、具体的に提示されたい。

C Ⅰ

戸籍の届出の受理は，行政処分であるた
め，民間委託業者に契約上，守秘義務を
課したとしても，戸籍事務管掌者の指揮監
督下にある吏員以外の者が行うことはでき
ない。

1117080 志木市
地方自
治解放
特区

埋火葬に
かかる戸
籍事務準
則の緩和

戸籍事務取扱準則制定標準解説第２６
条の５で戸籍の受理については吏員が
直接行うとする解釈を変更する。

　委託警備員による発給を実現し、簡素で
効率的な行政運営を展開する。

050340

「労働者派遣
事業関係業務
取扱要領」の
改正

司法書士
法第７３条
第１項　土
地家屋調
査士法第６
８条第１項

司法書士及び土地家
屋調査士の業務につ
いては，労働者派遣
の対象とはならない。

Ｃ Ｉ

司法書士及び土地家屋調査士を労働者派遣の対象と
することを認めると，労働者派遣業者が，司法書士及び
土地家屋調査士との間の雇用契約に基づく指揮命令を
通じて，実質的に派遣先での司法書士事務及び土地家
屋調査士事務を取り扱うことになるおそれがあり，司法
書士法第７３条第１項及び土地家屋調査士法第６８条第
１項に抵触する事態が生じることになることから，相当で
はない。

Ｃ Ｉ

派遣元と派遣資格者との間の雇用関係に基づく指
導・監督権限が資格の対象となっている業務に及ば
ないよう、労働者派遣契約あるいは法律で明確にす
れば資格者の派遣は可能ではないか。再度検討し、
回答されたい。

Ｃ Ｉ 当初回答（措置の概要（対応策）欄の記載）のとおりで
ある。
　これまで述べてきたとおり，労働者派遣業者（派遣
元）が派遣先に司法書士又は土地家屋調査士を派遣
する場合，仮に派遣元が派遣先で司法書士又は土地
家屋調査士が行う具体的な業務について個別的な指
揮命令をしないとしても，派遣元が派遣先に司法書士
又は土地家屋調査士を派遣してサービスを提供させ，
当該派遣の対価を得ること自体が，派遣元が雇用契
約に基づく包括的な指揮命令を行使して実質的に司
法書士業務又は土地家屋調査士業務を取り扱ってい
ると評価され得る（その具体例は，再検討要請に対す
る回答で述べたとおりである。）
　したがって，雇用契約に基づく指導・監督権限が派
遣先での司法書士の業務又は土地家屋調査士の業
務に及ばないことを契約あるいは法律で明確にしたと
しても，司法書士又は土地家屋調査士の労働者派遣
は，派遣元が指揮命令権の行使を介して実質的に司
法書士業務又は土地家屋調査士業務を取り扱ってい
ると評価されて，司法書士法第７３条第１項又は土地
家屋調査士法第６８条第１項に抵触するおそれがある
ことに変わりはないのであり，このような契約あるいは
法律上の措置によって，司法書士又は土地家屋調査
士を労働者派遣業の対象とすることはできない。

3067010

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

士業者
派遣特
区

「労働者派
遣事業関
係業務取
扱要領」の
改正

「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の「第二
適用除外業務等　三　適用除外業務以外の業
務に係る制限」にある次の規定は、これを削除
すべきと考えます。

二) 弁護士法（昭和二十四年法律第二百五
号）、外国弁護士による法律事務の取扱いに
関する特別措置法（昭和六十一年法律第六十
六号）、司法書士法（昭和二十五年法律第百九
十七号）、土地家屋調査士法（昭和二十五年法
律第二百二十八号）、公認会計士法（昭和二十
三年法律第百三号）、税理士法（昭和二十六年
法律第二百三十七号）、弁理士法（平成十二年
法律第四十九号）、社会保険労務士法（昭和四
十三年法律第八十九号）及び行政書士法（昭
和二十六年法律第四号）に基づく弁護士、外国
法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務
士及び行政書士の業務については、資格者個
人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を
行う（当該業務については指揮命令を受けるこ
とがない）ことから、労働者派遣の対象とはなら
ないものであること。

士業者が派遣形態で働くことを促進する。

　派遣元と派遣資格者との間の雇用関係
に基づく指導・監督権限が資格の対象と
なっている業務に及ばないよう、労働者派
遣契約あるいは法律で明確にすれば資格
者の派遣は可能ではないか。この際、改正
された外国弁護士による法律事務の取扱
いに関する特別措置法の第４９条の２第１
項では「外国法共同事業を営む外国法事
務弁護士は、当該外国法共同事業に係る
弁護士又は弁護士法人が自ら行う法律事
務であつて当該外国法事務弁護士の権限
外法律事務に当たるものの取扱いについ
て、不当な関与をしてはならない。」との規
定があり、これと同様の規定を置くことによ
り、派遣元の指導・監督権限が資格の対象
となっている業務に及ばないようにできる
のではないか。再度検討し、回答された
い。なお、財務省の回答では、税理士の労
働者派遣について、「労働者派遣事業者と
派遣税理士との間の雇用関係に基づく指
導監督権限が税理士業務に及ばないこと
が担保されているのであれば、税理士法人
又は開業税理士に税理士を派遣すること
は可能である」としているところである。

貴省のご回答に対して、弊社は次のように反論さ
せていただきます。貴省は、司法書士及び土地家
屋調査士を労働者派遣事業の対象とすれば、実質
的に派遣元事業者が派遣された司法書士や土地家
屋調査士を通じて派遣先事業者の業務を行うこと
になるが、これは有資格者以外の個人又は法人が
その業務を行うことを禁止している司法書士法第
７３条第１項及び土地家屋調査士法第６８条第１
項に抵触することになることから、特区としても
これを可能とすることは適当ではないと指摘され
ます。しかし、労働者派遣事業者は司法書士や土
地家屋調査士を企業等に派遣するのみであり、派
遣司法書士・土地家屋調査士は自らの責任の下、
自らの名においてその業務を行います。つまり、
派遣事業者は業務の内容についてはノータッチな
のです。ですから、労働者派遣事業者が派遣先の
司法書士業務や土地家屋調査士業務を取り扱うと
いうことは全く起こりません。そうだとすれば、
司法書士・土地家屋調査士の業務が国民の権利関
係と深く関わり、公共性を有することにかんがみ
て、国民の利益の保護と業務に対する信頼の確保
のため、有資格者以外の個人又は法人が司法書士
の業務を行うことを禁止している司法書士書士法
第７３条第１項及び土地家屋調査士法第６８条第
１項に抵触することにはなりません。３．以上の
ように、司法書士及び土地家屋調査士を労働者派
遣の対象としても、その独立性は害されず、かつ
国民の利益を損なうことにはなりません。

それどころか、多くの司法書士及
び土地家屋調査士にとっては活
躍の場が広がり、企業等にとって
はリーガルサービスを受けること
が容易になるという、双方にとっ
ての大きなメリットがあるのです。
ですから、派遣先企業等からの
指揮・監督を受けずに業務を行
えるという契約である場合に限っ
て、司法書士及び土地家屋調査
士の労働者派遣は容認すべきで
あると考えます。なお、財務省も、
税理士の派遣について、「労働者
派遣事業者と派遣税理士との間
の雇用関係に基づく指導監督権
限が税理士業務に及ばないこと
が担保されているのであれば、税
理士法人又は開業税理士に税理
士を派遣することは可能である」
としておられます（弊社はこの点
さらに、一般企業への派遣も可能
であると考えます）。

１　貴室のご指摘では，派遣元と派遣資格者との
間の雇用関係に基づく指導・監督権限が資格の対
象となっている業務に及ばないよう，労働者派遣
契約あるいは法律で明確にすれば資格者の派遣
は可能ではないかとのことであるが，雇用関係に
おける指揮監督権の行使は，個別的な指揮命令
のみならず包括的な指揮命令も含むものである
（この「包括的な指揮命令」とは，例えば事件の受
任に関する指揮命令のことである。すなわち，ある
案件を抱えている企業（派遣先）が，派遣業者に当
該案件の処理のために派遣元に司法書士及び土
地家屋調査士の派遣を依頼し，これに応じて派遣
元が司法書士及び土地家屋調査士を派遣する場
合，当該司法書士及び土地家屋調査士は，派遣
先の当該案件を受任することについて，派遣先の
指揮命令を受けていることになる。）が，司法書士
法第７３条及び土地家屋調査士法第６８条は，そ
のような包括的な指揮命令も含めて，無資格者の
司法書士及び土地家屋調査士業務への介入のお
それを排除する規定である。
　　したがって，派遣する司法書士及び土地家屋調
査士の資格の対象となっている業務については，
派遣元の個別の指揮命令が及ばない旨を契約あ
るいは法律において明確にしたとしても，無資格者
である派遣元が，派遣先に司法書士又は土地家
屋調査士を派遣してサービスを提供させ，当該派
遣の対価を得ること自体が，派遣元が包括的な指
揮命令の行使による実質的な事務の取扱いとして
評価されて，司法書士法第７３条又は土地家屋調
査士法第６８条に抵触するおそれがある（なお，こ
のことは，派遣先が司法書士法人又は土地家屋
調査士法人であるかどうかとは関係しないもので
ある。）。

２　また，貴室は，改正後の外国法事務弁護士に
よる法律事務の取扱いに関する特別措置法（以下
「外弁法」という。）第４９条の２第１項について指摘
しているが，外国法事務弁護士（以下「外弁」とい
う。）は，原資格国法に関する法律事務等弁護士
の職務の一部を行うことができるから，外弁が，そ
の職務の範囲内で，雇用した弁護士を指揮命令し
て職務を行わせても，権限のない者が弁護士の職
務を行うという権限逸脱は生ぜず，その行うことの
できない法律事務について，雇用した弁護士を指
揮命令して職務を行わせた場合のみ権限逸脱が
生じ，その権限逸脱防止の担保として同項の規定
があるのであって，全くの無資格者が弁護士を雇
用することになる労働者派遣と同列に扱うことは相
当でない。
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規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050350

「労働者派遣
事業関係業務
取扱要領」の
改正

弁護士法
第７２条

　弁護士又は弁護士
法人でない者は，報
酬を得る目的で，法
律事件に関して法律
事務を取扱い，又は
その周旋をすることを
業とすることができな
い。

Ｃ Ⅰ Ｃ Ⅰ

派遣元と派遣資格者との間の雇用関係に基づく指
導・監督権限が資格の対象となっている業務に及ば
ないよう、労働者派遣契約あるいは法律で明確にす
れば資格者の派遣は可能ではないか。再度検討し、
回答されたい。

Ｃ Ⅰ 当初回答（措置の概要（対応策）欄の記載）のとおりで
ある。
　　これまで述べてきたとおり、労働者派遣業者（派遣
元）が派遣先に弁護士を派遣する場合、仮に派遣元
が派遣先で弁護士が行う具体的な業務について個別
的な指揮命令をしないとしても、派遣元が派遣先に弁
護士を派遣して法律サービスを提供させ、当該派遣の
対価を得ること自体が、派遣元が雇用契約に基づく包
括的な指揮命令を行使して実質的に法律事務を取り
扱っていると評価され得る（その具体例は、再検討要
請に対する回答で述べたとおりである。）。
　　また、派遣元が派遣先に弁護士を派遣することは、
派遣元が弁護士に派遣先の法律事務を周旋している
ことになる。
　　したがって、雇用契約に基づく指導・監督権限が派
遣先での弁護士の業務に及ばないことを契約あるい
は法律で明確にしたとしても、弁護士の労働者派遣
は、派遣元が指揮命令権の行使を介して実質的に法
律事務を取り扱っている、あるいは法律事務を周旋し
ていると評価されて、弁護士法第７２条に抵触するお
それがあることに変わりはないのであり、このような契
約あるいは法律上の措置によって、弁護士を労働者
派遣業の対象とすることはできない。

3067010

株式会
社東京
リーガ
ルマイ
ンド

士業者
派遣特
区

「労働者派
遣事業関
係業務取
扱要領」の
改正

「労働者派遣事業関係業務取扱要領」の「第二
適用除外業務等　三　適用除外業務以外の業
務に係る制限」にある次の規定は、これを削除
すべきと考えます。

二) 弁護士法（昭和二十四年法律第二百五
号）、外国弁護士による法律事務の取扱いに
関する特別措置法（昭和六十一年法律第六十
六号）、司法書士法（昭和二十五年法律第百九
十七号）、土地家屋調査士法（昭和二十五年法
律第二百二十八号）、公認会計士法（昭和二十
三年法律第百三号）、税理士法（昭和二十六年
法律第二百三十七号）、弁理士法（平成十二年
法律第四十九号）、社会保険労務士法（昭和四
十三年法律第八十九号）及び行政書士法（昭
和二十六年法律第四号）に基づく弁護士、外国
法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、
公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務
士及び行政書士の業務については、資格者個
人がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を
行う（当該業務については指揮命令を受けるこ
とがない）ことから、労働者派遣の対象とはなら
ないものであること。

士業者が派遣形態で働くことを促進する。

このように，外弁の権限逸脱の防止は外弁法第４
９条の２第１項のみによって担保されているわけで
はないのであるから，貴室が再検討要請で指摘す
るように，同項のような規定を置けば，労働者派遣
において，派遣元の指導・監督権限が資格の対象
となっている業務に及ばないようにできるという考
え方は相当でないし（まして，契約において，派遣
する弁護士の資格の対象となっている業務につい
て派遣元の個別の指揮命令が及ばない旨を約し
ても同様である。），そもそも，同項のような規定は
個別的な指揮命令の防止措置としては考え得るも
のにすぎず，上記１で挙げたような「包括的な指揮
命令」を防止する担保になるものではない。

３　更に，貴室は，再検討要請③において，「周旋」
と「派遣労働」は異なるのではないかと指摘する
が，派遣元の行為が「周旋」に当たると評価される
場合はあると考えられ，１で挙げた例はその典型
である。続いての「仮におそれがあるとすれば，法
律等により，労働派遣契約に係る場合は「周旋」に
あたらない旨を明確にすればよいのではないか」と
の指摘については，労働者派遣が「周旋」に当たる
と評価される場合がある以上，それは労働者派遣
について法律において弁護士法第７２条の「周旋」
の例外を規定することにほかならない（貴室の指
摘では「法律等」とあり，この「等」が何をいうのか
は判然としないが，法律の例外を法律以外で定め
ることはできない。）。しかし，弁護士の労働者派遣
について弁護士法第７２条の「周旋」の特例を設け
ることは相当でない。

４　したがって，従前のとおり，弁護士を労働者派
遣業の対象とすることは相当でない。

さらに，外弁法の場合，権限逸脱の防止の担保措
置は，外弁法第４９条の２第１項のみならず，外弁
の資格・承認・登録の制度により外弁は法律家とし
ての専門的能力や職業上の倫理観が担保されて
いること，日本弁護士連合会及び法務大臣による
監督に服し，権限逸脱行為については日本弁護士
連合会により懲戒を受けること，権限逸脱行為の
一部には刑事罰も設けられていること等，外弁法
上の様々な担保措置が複合して設けられているの
であり，その結果，「外国法事務弁護士が権限外
法律事務に包括的な関与を行うおそれ」が，少なく
とも外弁による弁護士の雇用を禁止しなくてもよい
程度までは軽減されている。
このように，外弁の権限逸脱の防止は外弁法第４
９条の２第１項のみによって担保されているわけで
はないのであるから，貴室が再検討要請で指摘す
るように，外弁法第４９条の２第１項のような規定を
置けば，労働者派遣において，派遣元の指導・監
督権限が資格の対象となっている業務に及ばない
ようにできるという考え方は相当でないし（まして，
契約において，派遣する司法書士の資格の対象と
なっている業務について派遣元の個別の指揮命令
が及ばない旨を約しても同様である。），そもそも，
同項のような規定をもって，上記で挙げたような
「包括的な指揮命令」を防止する担保となるとは考
えられない。

３　なお，税理士について「労働者派遣事業者と派
遣税理士との間の雇用関係に基づく指揮監督権
限が税理士業務に及ばないことが担保されている
のであれば，税理士法人又は開業税理士に税理
士を派遣することは可能である」旨の回答がされて
いるが，１で述べたとおり，そもそも無資格者であ
る労働者派遣事業者が，派遣先に司法書士又は
土地家屋調査士を派遣してサービスを提供させ，
当該派遣の対価を得ること自体が，派遣元が包括
的な指揮命令の行使による実質的な事務の取扱
いとして評価されるのであり，労働者派遣事業者と
派遣された司法書士又は土地家屋調査士との間
の雇用関係に基づく指揮監督権限が司法書士又
は土地家屋調査士業務に及ばないことが担保され
る制度を想定することは困難である。

・　「労働者派遣事業関係業務取扱要領」において、「資格者個人
がそれぞれ業務の委託を受けて当該業務を行う（当該業務につ
いては指揮命令を受けることがない）ことから、労働者派遣の対
象とならないものとする」と規定しているのは、資格を有しない労
働者派遣業者が、弁護士との間の雇用契約に基づく指揮命令を
通じて、実質的に派遣先の法律事務を取り扱うおそれがあるな
ど、弁護士法第７２条に抵触する事態を生じかねないことから、こ
れを禁じているものである。したがって、同規定を廃止する必要は
ない。
・　すなわち、弁護士を労働者派遣の対象とすることを認めると、
①労働者派遣業者が、弁護士との間の雇用契約に基づく指揮命
令を通じて、実質的に派遣先の法律事務を取り扱うことになるお
それがあること、②労働者派遣業者が弁護士に法律事務を周旋
し、その対価を得ることになること、といった弁護士法第７２条に抵
触する事態が生じる。
・　この点については、従前から、派遣元と派遣資格者との間の雇
用関係に基づく指導・監督権限が資格の対象となっている業務に
及ばないよう、労働者派遣契約あるいは法律で明確にすれば資
格者の派遣は可能ではないかとの指摘がある。
　　しかし、雇用関係における指揮監督権の行使は、個別的な指
揮命令のみならず包括的な指揮命令も含むものであり、弁護士法
第７２条は、そのような包括的な指揮命令も含めて、無資格者の
弁護士業務への介入のおそれを排除する規定である。
　　したがって、派遣する弁護士の資格の対象となっている業務に
ついては、派遣元の個別の指揮命令が及ばない旨を契約あるい
は法律において明確にしたとしても、無資格者である派遣元が、
派遣先に弁護士を派遣して法律サービスを提供させ、当該派遣
の対価を得ること自体が、派遣元が包括的な指揮命令の行使に
よる実質的な法律事務の取扱い、あるいは「周旋」と評価されて、
弁護士法第７２条に抵触するおそれがある（そして、このことは、
派遣先が弁護士法人であるかどうかとは関係しないものであ
る。）。
・　なお、弁護士法第７２条の規制について、特区という特定の地
域内に限定してその規制対象・範囲を変更することは、①現代に
おいては、高度通信機器等を利用して遠隔地の当事者にも法律
サービスを提供することが可能であること、②弁護士が取り扱う事
件において、当事者、関係者、関係物件等のすべてが特定の地
域内に存在し、その影響がすべて同地域内に止まる事件はほと
んど想定しがたいことなどからして、場所的な限定は意味を持た
ないから、相当ではないことを付言する。

　派遣元と派遣資格者との間の雇用関係に基づく
指導・監督権限が資格の対象となっている業務に
及ばないよう、労働者派遣契約あるいは法律で明
確にすれば資格者の派遣は可能ではないか。こ
の際、改正された外国弁護士による法律事務の取
扱いに関する特別措置法の第４９条の２第１項で
は「外国法共同事業を営む外国法事務弁護士は、
当該外国法共同事業に係る弁護士又は弁護士法
人が自ら行う法律事務であつて当該外国法事務
弁護士の権限外法律事務に当たるものの取扱い
について、不当な関与をしてはならない。」との規
定があり、これと同様の規定を置くことにより、派
遣元の指導・監督権限が資格の対象となっている
業務に及ばないようにできるのではないか。再度
検討し、回答されたい。なお、財務省の回答では、
税理士の労働者派遣について、「労働者派遣事業
者と派遣税理士との間の雇用関係に基づく指導監
督権限が税理士業務に及ばないことが担保されて
いるのであれば、税理士法人又は開業税理士に
税理士を派遣することは可能である」としていると
ころである。
　貴省の回答では、「派遣する弁護士の資格の対
象となっている業務については、派遣元の個別の
指揮命令が及ばない旨を契約あるいは法律にお
いて明確にしたとしても、無資格者である派遣元
が、派遣先に弁護士を派遣して法律サービスを提
供させ、当該派遣の対価を得ること自体が、派遣
元が包括的な指揮命令の行使による実質的な法
律事務の取扱い、あるいは「周旋」と評価されて、
弁護士法第７２条に抵触するおそれがある」とある
が、
①派遣元の個別の指揮命令が及ばない旨を契約
あるいは法律において明確にしたとしても、依然と
して派遣元が行使するとされている「包括的な指
揮命令」とは具体的に何を示すのか明らかにされ
たい。
②貴省の回答のとおりであるとすれば、外国弁護
士による法律事務の取扱いに関する特別措置法
第４９条の２第１項のような禁止規定があっても、
外国法事務弁護士が権限外法律事務に包括的な
関与を行うおそれがあるものと解してよろしいの
か、回答されたい。
③「周旋」と「労働派遣」は異なるのではないか。
個々の弁護の依頼は派遣先に所属する弁護士が
受けるのであり、労働派遣契約が派遣先の個々の
依頼に周旋するものと評価されるおそれはないの
ではないか。仮におそれがあるとすれば、法律等
により、労働派遣契約に係る場合は「周旋」にあた
らない旨を明確にすればよいのではないか。回答
されたい。

貴省のご回答に対して、弊社は次のように反論させていただき
ます。１．貴省は、労働者派遣事業者が弁護士の派遣事業を行
うことを認めると、実質的に労働者派遣事業者が派遣弁護士を
通じて派遣先の弁護士業務を取り扱うことになり、弁護士又は弁
護士法人以外の者が弁護士業務を行うことを禁止した弁護士法
第72条に抵触することとなると指摘されます。しかし、労働者派
遣事業者は弁護士を企業等に派遣するのみであり、派遣弁護
士は自らの責任の下、自らの名において弁護士業務を行いま
す。つまり、派遣事業者は弁護士業務の内容については完全に
ノータッチなのです。ですから、労働者派遣事業者が派遣先の
弁護士業務を取り扱い、実質的に弁護士法人と同様の機能を果
たしうるということは全く起こりません。そうだとすれば、厳格な資
格要件が設けられ、かつその職務の誠実適正な遂行のための
必要な規律に服すべきものとされるなど、法律専門家としての能
力的・倫理的担保を図るための諸般の措置が講じられた弁護士
のみが弁護士業務を行うことにより、国民の法律生活の公正円
満な営みと法律秩序の維持を図るという弁護士法72条の趣旨に
抵触するということはありません。また、貴省は、労働者派遣業
者が弁護士の労働者派遣を行うことは、労働者派遣業者が弁護
士に法律事件の周旋を行うことにもなり、この点でも弁護士又は
弁護士法人以外の者が法律事務の周旋を業とすることを禁止し
た弁護士法第72条に抵触するとも指摘されます。しかし、弁護士
法第72条の規制はそれ自体、国民へのリーガルサービスのス
ムーズな提供を妨げているという現実があります。弁護士と弁護
士でない者との業務提携が妨げられ、それぞれが補完しあって
国民に十分なリーガルサービスを提供することができなくなって
いるのです。ですから、国民の法律生活の公正円満な営みと法
律秩序の維持の観点からは、むしろこの規制を緩和すべきもの
と考えます。リーガルサービス供給の促進のため必要で、弊害も
ないと認められるものについては、同条の規制の対象から外す
のがよいと考えます。弁護士法の制定された昭和24年当時と異
なり、弁護士と弁護士でない者との提携は、極めて重要になって
きています。労働者派遣業者が弁護士の労働者派遣を行うこと
は、確かに弁護士又は弁護士法人でない者が弁護士に法律事
件の周旋を行うことに当たるでしょう。しかし、それは弁護士の需
要と供給をつなぐものであり、明らかにリーガルサービス供給の
促進に必要なものです。また、労働者派遣業者は弁護士の業務に

ノータッチであり、そのため法律問題を
不適切な処理によって混乱させ、当事
者に不利益を及ぼすといった弊害の発
生するおそれもありません。ですから、
かかる労働者派遣については、これを
同条の規制の対象から外すべきです。
２．貴省は、弁護士法第72条の規制に
ついて、特区という特定の地域内に限
定してその規制対象・範囲を変更する
ことは、①現代においては、高度通信
機器等を利用して遠隔地の当事者にも
税務サービスを提供することが可能で
あること、②弁護士が取り扱う事件にお
いて、当事者、関係者、関係物件等の
すべてが特定の地域内に存在し、その
影響がすべて同地域内に止まる事件
はほとんど想定しがたいことなどからし
て、場所的な限定は意味を持たないか
ら相当ではないと指摘されます。　この
点確かに、弁護士が高度通信機器等
を利用して遠隔地の当事者にも法律
サービスを提供することは可能であり、
またしばしば行われます。しかし、弁護
士業務の中には、比較的狭い地域内
で完結するものも少ないとはいえない
のが現実です。例えば、中小・零細企
業の財産をめぐる紛争にはそのような
性質のものも少なくないと思われます。
そのような業務についてのみでも、派
遣という形態での業務を認めるのは、
多くの弁護士にとっては活躍の場の拡
大につながり、企業等にとっては迅速
なリーガルサービス享受の実現につな
がるものです。　したがって、特定の区
域内で実験的に規制緩和を行うことに
は大きな意義があり、場所的な限定は
意味をもたないとは決していえないと考
えます。３．貴省は、弁護士法第72条
の規制について、同条の趣旨は現在な
お合理性、妥当性を有するものであり、
同条の規制対象・範囲を変更すること
は相当でないと指摘されます。　しか
し、この規制は先述の通り、国民への
リーガルサービスのスムーズな提供を
妨げているという現実があり、国民の
法律生活の公正円満な営みと法律秩
序の維持の観点からは、これを緩和す
べきものであると考えます。

１　まず，貴室が再検討要請①で指摘する「包括的
な指揮命令」とは，例えば，事件の受任や，事件の
処理方法の選択等に関する指揮命令のことであ
る。
　　すなわち，(1)ある紛争案件を抱えている企業
（派遣先）が，派遣業者に当該紛争案件を処理す
るために派遣元に弁護士の派遣を依頼し，これに
応じて派遣元が弁護士を派遣する場合，当該弁護
士は，派遣先の当該案件を受任することについ
て，派遣元の指揮命令を受けていることになる。ま
た，(2)派遣先がその案件につき訴訟の提起を予
定している場合にこれを前提として派遣元が弁護
士を派遣すれば，当該弁護士は，当該案件に係る
訴訟事件を受任することについて，派遣元の指揮
命令を受けていることになる。しかし，弁護士が事
件を受任するかどうかや事件についてどのような
処理方法を選択するかの判断は，弁護士が，その
法律家としての専門的能力や職業倫理に基づい
て判断すべきものであって，それ自体が弁護士の
職務である法律事務を構成するものである。

２(1) 次に，貴室は，改正後の外国法事務弁護士
による法律事務の取扱いに関する特別措置法（以
下「外弁法」という。）第４９条の２第１項について指
摘しているが，外国法事務弁護士（以下「外弁」と
いう。）は，原資格国法に関する法律事務等弁護
士の職務の一部を行うことができるから，外弁が，
その職務の範囲内で，雇用した弁護士を指揮命令
して職務を行わせても，権限のない者が弁護士の
職務を行うという権限逸脱は生ぜず，その行うこと
のできない法律事務について，雇用した弁護士を
指揮命令して職務を行わせた場合のみ権限逸脱
が生じ，その権限逸脱防止の担保として同項の規
定があるのであって，全くの無資格者が弁護士を
雇用することになる労働者派遣と同列に扱うことは
相当でない。また，外弁法の場合，権限逸脱の防
止の担保措置は，外弁法第４９条の２第１項のみ
ならず，外弁の資格・承認・登録の制度により外弁
は法律家としての専門的能力や職業倫理が担保
されていること，日本弁護士連合会及び法務大臣
の監督に服し，権限逸脱行為については日本弁護
士連合会により懲戒を受けること，権限逸脱行為
の一部には刑事罰も設けられていること等，外弁
法上の様々な担保措置が複合して設けられている
のであり，その結果，貴室が再検討要請②で指摘
するような「外国法事務弁護士が権限外法律事務
に包括的な関与を行うおそれ」は，少なくとも外弁
による弁護士の雇用を禁止しなくてもよい程度まで
は軽減されている。
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法務省

管理コー
ド

規制の特例事項
名

該当法令等 制度の現状
措置
の分
類

措置
の内
容

措置の概要(対応策)
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推

進室からの再検討要請
提案主体からの意見 提案主体からの意見　その他

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再検討要請に対する回答
各府省庁からの回答に対する構造改革特区推進室

からの再々検討要請

「措置
の分
類」の
見直し

「措置
の内
容」の
見直し

各府省庁からの再々検討要請に対する回答
規制特例
提案事項
管理番号

提案主
体名

特区計
画・プロ
ジェクトの

名称

規制の特例
事項（事項

名）
規制の特例事項の内容 具体的事業の実施内容

050360

外国法事務弁
護士による本
邦弁護士の雇
用要件の緩和

外国弁護
士による法
律事務の
取扱いに
関する特
別措置法
第４９条

外国法事務弁護士
は，弁護士を雇用して
はならない。

Ｄ－
３

Ⅰ

　外国法事務弁護士についての弁護士の雇用の解禁等を内容と
する「司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律
案」を，司法制度改革推進本部が第１５６回国会に提出し，平成１
５年７月１８日可決・成立し，平成１５年７月２５日公布された。
　なお，施行時期については，「公布の日から起算して２年を超え
ない範囲内において政令で定める日」とされている。

3076030

株式会
社東京
総合研
究所

い、しょ
く、じゅ
う、ゆう、
がく
外国人
起業家と
地域住
民が共
生できる
特区（エ
リア）の
創生

外国弁護
士による
本邦弁護
士の雇用
用件の緩
和

外国弁護士が雇用者となり本邦弁護士
と共同でサービスを提供する。

特区内に起業したものに対して適切な法
律サポートができ、企業家及び弁護士が
特区内に事務所を設置する事が期待でき
る。
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